
畿
内
と
古
代
国
家

吉

ノ

聡
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【
要
約
】
　
畿
内
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
、
従
来
の
説
に
と
ら
わ
れ
な
い
よ
う
な
形
で
考
察
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
。
ま
ず
、
賦
役
令
の
検
討
か
ら
、
従

来
別
個
の
労
役
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
た
歳
役
と
雇
役
が
、
実
は
同
一
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
、
そ
の
見
解
を
ふ
ま
え
て
、
律
令
制
下
の
畿
内
は

国
家
を
直
接
支
え
る
役
割
を
担
・
て
お
り
・
そ
の
た
め
讐
の
負
担
が
重
く
な
る
、
」
と
・
た
だ
し
・
畿
内
と
畿
外
に
は
支
配
形
態
上
の
本
質
籍
異
は
認
…

め
ら
れ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
次
に
畿
内
制
の
成
立
、
そ
の
前
提
へ
と
論
を
進
め
、
従
来
、
中
央
豪
族
の
居
住
地
が
畿
内
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
き
た

が
、
そ
う
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
、
大
化
前
代
の
畿
内
の
地
に
は
宮
の
経
営
を
支
え
る
ミ
ヤ
ケ
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
機
能
・
そ
こ
に
賦
課
さ

れ
た
労
役
が
、
畿
内
制
成
立
の
前
提
を
な
し
た
と
い
う
、
」
と
を
主
張
し
た
。
以
上
の
考
察
か
ら
、
畿
内
制
の
成
立
は
、
天
皇
を
中
心
と
す
る
国
家
機
構
の
　
　

整
備
の
上
で
、
一
つ
の
画
期
を
な
す
も
の
と
意
義
づ
け
る
べ
営
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
達
し
た
。
　
　
　
　
　
　
史
林
七
九
巻
五
号
　
一
九
九
六
年
九
月
　
　
W

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
V

は
　
じ
　
め
　
に

溝
川
古
代
、
畿
内
と
い
う
行
政
区
画
が
存
在
し
た
。
畿
内
と
は
都
の
近
傍
を
意
味
し
、
そ
の
範
囲
は
大
倭
（
大
和
）
・
河
内
・
摂
津
・
山
背

畿内と古代国家（吉川）

（
山
城
）
の
四
国
（
の
ち
河
内
か
ら
和
泉
が
分
立
し
て
五
国
）
の
範
囲
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
都
の
近
傍
を
畿
内
と
し
て
他
と
区
別
し
た
の
か
。
こ
れ
は
都

の
あ
り
方
、
ひ
い
て
は
国
家
の
あ
り
方
と
深
く
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
畿
内
に
関
す
る
論
文
は
か
な
り
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
し
か
し
、
畿
内
と
い
う
制
度
の
基
本
的
な
理
解
に
つ
い
て
さ
え
、
ま
だ
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
思
う
。
そ
こ
で
以
下
、
私
な
り
に
考
察
を

試
み
た
い
。

畿
内
を
初
め
て
考
察
の
対
象
と
し
た
の
は
、
関
晃
氏
で
あ
っ
た
。
氏
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

一
九
五
二
年
に
発
表
さ
れ
た
「
律
令
支
配
層
の
成
立
と
そ
の
構
造
」
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に
お
い
て
、
古
代
国
察
の
持
つ
貴
族
制
的
側
面
を
強
調
す
る
見
解
を
打
ち
出
し
た
。
す
な
わ
ち
、
国
家
権
力
の
担
い
手
と
し
て
「
畿
内
豪
族
」

を
想
定
し
、
彼
ら
が
地
方
豪
族
を
支
配
す
る
体
制
i
「
畿
内
ブ
ロ
ッ
ク
の
全
国
支
配
」
・
1
一
の
成
立
を
、
七
世
紀
後
半
の
歴
史
過
程
の
主
軸
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

す
え
た
の
で
あ
る
。
氏
の
畿
内
制
論
は
、
そ
の
後
、
一
九
五
四
年
の
「
畿
内
制
の
成
立
」
で
さ
ら
に
深
化
さ
れ
、
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
結
論

づ
け
ら
れ
る
。
「
大
化
二
年
に
始
め
て
立
て
ら
れ
た
畿
内
の
制
は
、
名
称
の
文
字
こ
そ
中
国
か
ら
借
り
た
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
実
質

は
か
な
り
ち
が
っ
た
も
の
で
、
…
…
恐
ら
く
、
強
力
な
集
権
的
支
配
権
を
掌
握
し
た
一
群
の
中
央
豪
族
の
古
く
か
ら
の
居
住
地
域
が
、
特
別
区

域
と
し
て
ま
ず
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
。
つ
ま
り
、
①
日
本
の
畿
内
制
は
中
国
の
そ
れ
と
は
異
質
で
あ
る
。
②
朝
廷
権
力
の
担
い
手
は

大
化
前
代
以
来
の
中
央
豪
族
で
あ
り
、
③
畿
内
と
は
彼
ら
中
央
豪
族
の
居
住
地
が
特
別
区
域
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
ま
と
め
ら
れ
る
。

　
そ
の
後
の
畿
内
制
研
究
も
、
お
お
む
ね
関
氏
の
問
題
提
起
に
沿
う
形
で
進
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
関
氏
の
論
の
核
心
で
あ
る
③
畿
内
と

は
中
央
豪
族
の
居
住
地
で
あ
る
と
い
う
点
は
、
そ
の
後
の
研
究
に
も
受
け
継
が
れ
、
今
な
お
定
説
と
し
て
存
続
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
関
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
説
を
自
ら
の
立
論
の
前
提
と
し
、
そ
こ
か
ら
独
自
に
避
溢
を
発
展
さ
せ
る
と
い
う
形
の
畿
内
剃
論
も
見
ら
れ
る
。
特
に
大
津
透
歯
の
「
律
令

　
　
　
　
④

国
家
と
畿
内
」
は
、
関
説
を
全
面
的
に
受
け
入
れ
た
上
で
、
国
家
が
直
接
支
配
す
る
畿
内
と
、
在
地
首
長
が
畿
内
政
権
に
服
属
す
る
畿
外
と
い

う
二
重
溝
造
が
、
大
化
前
代
か
ら
律
令
制
下
を
通
し
て
存
在
し
た
と
主
張
す
る
。
大
津
氏
の
論
は
、
石
面
の
「
畿
内
ブ
g
ッ
ク
の
全
国
支
配
」

と
い
う
考
え
を
、
単
に
貴
族
制
的
側
面
の
み
な
ら
ず
支
配
構
造
の
面
か
ら
跡
づ
け
ん
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
一
方
、
関
説
に
批
判
的
な
見
解
と
し
て
は
、
西
木
昌
弘
氏
の
「
畿
内
制
の
基
礎
的
考
察
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
氏
は
東
ア
ジ
ア
諸
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
畿
内
制
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
日
中
の
畿
内
制
比
較
論
の
定
説
だ
っ
た
曾
我
部
静
雄
氏
の
見
解
を
否
定
し
、
そ
し
て
日
中
の
畿
内

制
は
基
本
的
に
同
質
の
も
の
と
結
論
づ
け
た
。
多
く
の
事
例
に
裏
付
け
ら
れ
た
氏
の
論
は
説
得
的
で
あ
り
、
そ
れ
は
関
説
の
①
の
点
に
対
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

重
大
な
反
論
と
な
っ
て
い
る
。

　
研
究
状
況
が
右
の
よ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
関
説
が
定
説
化
し
て
い
る
状
況

だ
が
、
そ
の
関
説
は
そ
れ
ほ
ど
厳
し
く
吟
味
さ
れ
な
い
ま
ま
に
承
認
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
も
そ
も
、
中
央
豪
族
の
た
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め
に
特
別
区
域
を
設
定
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
本
当
に
あ
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
。
実
際
、
西
本
氏
は
、
畿
内
制
に
お
け
る
中
国
と
同
一
の
性
格

を
強
調
し
て
い
る
。
な
ら
ば
、
畿
内
と
は
何
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、
従
来
と
は
ま
た
違
っ
た
理
解
が
成
り
立
つ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
私

は
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
定
説
に
と
ら
わ
れ
な
い
よ
う
な
形
で
畿
内
を
考
察
し
て
み
た
い
。
そ
こ
で
ま
ず
は
律
令
制
下
の
畿
内
に
つ
い
て
検

討
し
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
畿
内
制
の
成
立
、
そ
の
前
提
へ
と
論
を
進
め
て
い
く
。
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
結
論
も
、
従
来
の
も
の
と
は
ま
た

違
っ
た
も
の
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

①
　
三
晃
「
律
令
支
配
厨
の
成
立
と
そ
の
構
造
」
（
『
新
日
本
史
大
系
』
二
・
古
代
社

　
会
、
朝
倉
書
店
、
…
九
五
二
年
）
。

②
　
関
晃
「
畿
内
制
の
成
立
」
（
『
山
梨
大
学
学
芸
学
部
研
究
報
告
』
五
、
一
九
五
四

　
年
）
。
以
下
、
関
氏
の
所
説
は
特
に
断
り
の
な
い
限
り
、
こ
の
論
文
に
よ
る
。

③
　
こ
の
よ
う
な
観
点
の
畿
内
制
論
は
、
次
に
挙
げ
る
大
津
氏
以
外
に
は
、
大
山
誠

　
一
「
大
化
改
新
像
の
再
構
築
」
（
井
上
光
貞
博
士
還
暦
記
念
会
編
『
古
代
史
論
叢
』

　
上
、
薫
陸
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

④
大
津
透
「
律
令
国
家
と
畿
内
」
（
『
律
令
国
家
支
配
構
造
の
研
究
』
、
岩
波
書
店
、

　
一
九
九
三
年
、
初
出
一
九
八
五
年
）
。
以
下
、
大
津
氏
の
所
説
は
特
に
断
り
の
な

　
い
限
り
、
こ
の
論
文
に
よ
る
。

⑤
　
西
本
昌
弘
「
畿
内
制
の
基
礎
的
考
察
」
（
『
史
学
雑
誌
』
九
三
…
一
、
一
九
八
四

　
年
）
。
以
下
、
西
本
氏
の
所
説
は
こ
の
論
文
に
よ
る
。

⑥
　
曾
我
部
静
雄
「
日
中
の
畿
内
制
度
」
（
『
律
令
を
中
心
と
し
た
日
中
関
係
史
の
研

　
究
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
八
年
、
初
出
一
九
六
四
年
）
。

⑦
な
お
、
西
本
説
を
受
け
継
い
だ
そ
の
後
の
論
稿
に
は
、
浅
野
充
「
古
代
国
家
と

　
宮
都
・
畿
内
・
畿
外
」
（
『
古
代
王
権
と
交
流
』
五
・
ヤ
マ
ト
王
権
と
交
流
の
諸
相
、

　
名
著
禺
版
、
一
九
九
四
年
）
が
あ
る
。
ま
た
、
関
・
大
津
氏
ら
の
国
家
観
に
対
し

　
て
は
、
長
山
泰
孝
氏
が
「
国
家
と
豪
族
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
通
史
』
三
・
古
代
二
、

　
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
）
に
お
い
て
、
そ
の
理
論
上
の
問
題
点
を
ふ
ま
え
た
批

　
判
を
展
開
し
て
い
る
。

畿内と古代国家（吉川）

一
章
律
令
制
と
畿
内

　
ま
ず
、
律
令
制
下
の
畿
内
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
関
詫
言
は
畿
内
に
つ
い
て
、
初
期
の
畿
内
制
は
日
本
独
自
の
要
素
が
強
か
っ
た
が
、
後
に
は
中
国
の
そ
れ
と
同
一
の
性
格
を
帯
び
る
に
至
る

と
い
う
見
通
し
を
立
て
た
。
そ
の
後
、
律
令
制
下
の
畿
内
に
つ
い
て
は
西
本
氏
・
大
津
氏
が
詳
論
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
両
氏
の
評
価
は
対

照
的
で
あ
る
。
西
本
氏
は
、
関
説
を
批
判
し
た
上
で
、
そ
の
性
格
は
中
国
畿
内
制
と
基
本
的
に
同
一
で
あ
る
と
見
な
す
の
で
あ
る
が
、
一
方
の
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大
津
氏
は
、
関
説
を
継
承
・
発
展
さ
せ
、
日
本
畿
内
制
は
中
国
の
そ
れ
と
は
異
質
な
、
独
自
の
制
度
で
、
大
化
前
代
以
来
の
支
配
構
造
上
の
畿

内
・
畿
外
の
二
重
性
を
制
度
化
し
た
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
両
氏
の
評
価
は
、
関
説
を
ど
う
と
ら
え
る
か
と
い
う
点
を
軸
と
し
て
き
わ
だ
っ
た
相
違
を
示
す
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
見
方

を
変
え
れ
ば
、
両
氏
の
畿
内
制
理
解
は
必
ず
し
も
相
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
両
氏
と
も
に
、
律
令
制
下
の
畿
内
を
「
国
家
の
直

轄
地
し
な
ど
と
評
価
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
西
本
氏
も
認
め
る
よ
う
に
、
中
国
と
の
類
似
を
強
調
す
る
と
し
て
も
、
一
方
で
は
当
然
、
日
本
独

自
の
特
色
も
存
在
し
て
い
る
。
よ
っ
て
問
題
は
、
日
本
に
お
い
て
畿
内
と
は
、
畿
外
と
は
異
な
る
い
か
な
る
属
性
を
持
つ
の
か
、
そ
こ
に
、
大

津
氏
の
言
う
よ
う
な
、
支
配
構
造
の
二
重
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
以
下
、
こ
の
点
に
留

意
し
な
が
ら
、
検
討
を
加
え
た
い
。

　
ま
ず
、
畿
内
が
「
国
家
の
直
轄
地
」
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う
点
は
、
ま
さ
に
そ
の
通
り
だ
ろ
う
。
そ
の
内
実
に
つ
い
て
は
西
本

氏
が
概
括
的
に
整
理
し
て
い
る
が
、
ま
ず
負
担
の
面
で
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
畿
内
は
京
に
労
働
力
や
日
常
的
な
種
々
の
物
品
を
供
給
す
る
な

ど
、
京
の
官
司
運
営
を
日
常
的
に
支
え
て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
対
応
し
て
、
統
治
の
面
で
は
、
畿
内
は
課
役
が
減
免
さ
れ
、
ま
た
畿
外
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

国
司
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
で
も
畿
内
は
京
か
ら
使
を
出
す
な
ど
、
中
央
政
府
の
関
与
が
よ
り
直
接
的
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
畿
内
は
都
と
の
結
び

つ
き
が
強
く
認
め
ら
れ
、
畿
内
は
距
離
的
の
み
な
ら
ず
実
態
的
に
も
「
都
に
近
い
」
存
在
だ
っ
た
。
そ
こ
に
「
国
家
の
直
轄
地
」
と
し
て
国
家

を
直
接
に
支
え
る
役
割
が
成
立
し
、
そ
し
て
国
家
も
、
畿
内
統
治
を
と
り
わ
け
重
視
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
畿
内
の
性
格
を
第
一
に
規
定
す
る
も
の
は
、
宮
都
の
存
在
で
あ
る
。
従
来
、
目
本
の
畿
内
制
は
都
の
所
在
と
の
関
連
が
薄
い
と

い
わ
れ
て
き
た
が
、
西
本
氏
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
王
都
の
所
在
を
抜
き
に
し
て
東
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
け
る
畿
内
制
を
理
解
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
日
本
の
畿
内
制
に
お
い
て
も
、
ま
ず
首
都
と
し
て
の
京
が
あ
り
、
そ
の
外
に
も
、
陪
都
た
る
難
波
京
、
多
く
の
離
宮
が
畿
内
に
存

在
し
た
。
そ
し
て
そ
の
管
理
機
関
と
し
て
、
京
職
・
摂
津
職
・
和
泉
監
・
芳
野
監
な
ど
が
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
紫
香
楽
宮
・
保
良
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

な
ど
、
畿
外
に
も
離
宮
は
営
ま
れ
て
お
り
、
ま
た
、
天
苦
難
の
近
江
大
津
宮
が
畿
外
に
存
在
す
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
る
が
、
大
津
宮
に
つ
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い
て
は
そ
の
時
期
の
畿
内
制
関
係
史
料
は
極
め
て
少
な
く
、
畿
内
と
の
関
係
に
は
問
題
が
残
る
。
保
良
宮
に
お
い
て
近
都
の
二
郡
を
「
畿
県
」

と
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
畿
」
が
都
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
は
古
代
人
に
と
っ
て
自
明
の
こ
と
だ
っ
た
。
畿
内
の
「
国
家
の
直
轄
地
」
と

し
て
の
役
割
が
、
こ
の
よ
う
な
、
都
と
の
結
び
つ
き
か
ら
生
じ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
得
な
い
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

　
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
性
格
は
、
西
本
氏
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
中
国
畿
内
制
と
同
一
の
も
の
だ
っ
た
。
氏
の
研
究
に
よ
り
、

都
の
周
辺
を
畿
内
と
い
う
特
別
区
域
と
す
る
制
度
が
、
基
本
的
に
は
中
国
に
古
来
存
在
す
る
制
度
を
継
受
し
た
も
の
だ
っ
た
と
い
う
点
は
明
確

に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
畿
内
鋼
の
内
実
は
、
日
中
の
間
に
か
な
り
の
相
違
を
認
め
得
る
。
中
国
で
は
、
礪
波
護
氏
に
よ
っ
て
明
確
に
さ
れ
た
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

に
、
唐
代
、
「
畿
内
」
と
は
「
郷
中
」
と
同
義
で
あ
り
、
京
斌
四
面
関
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
内
部
が
畿
内
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
中
国
の
畿
内

は
外
敵
か
ら
首
都
を
防
衛
す
る
た
め
の
強
力
な
関
に
よ
っ
て
囲
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
畿
内
に
軍
事
的
側
面
が
強
く
認
め
ら
れ
る
。
一
方
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

日
本
に
は
、
軍
事
的
側
面
も
な
い
訳
で
は
な
い
が
か
な
り
希
薄
で
あ
る
。
軍
事
的
に
重
要
視
さ
れ
た
三
関
は
近
江
国
境
に
あ
り
、
畿
内
制
と
の

　
　
　
　
　
　
　
⑤

関
連
を
認
め
が
た
い
。
む
し
ろ
、
日
本
の
畿
内
制
関
連
史
料
を
通
覧
す
る
と
き
に
目
に
つ
く
の
が
、
負
担
体
系
上
の
畿
内
の
特
殊
性
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
賦
役
令
に
よ
る
と
畿
内
の
調
は
畿
外
に
対
し
て
半
減
さ
れ
て
お
り
、
庸
は
全
免
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
優
遇
規
定
は
唐
の
賦

役
令
に
は
見
ら
れ
ず
、
大
津
氏
の
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
負
担
体
系
の
特
殊
性
の
評
価
が
、
日
本
畿
内
制
の
評
価
に
大
き
く
か
か
わ
る
こ
と
は

疑
い
な
い
。

　
大
津
氏
が
畿
内
の
負
握
体
系
の
特
殊
性
か
ら
導
き
出
し
た
の
が
、
支
配
構
造
の
二
重
性
で
あ
る
。
氏
は
、
在
地
首
長
を
通
じ
た
間
接
支
配
を

と
る
畿
外
と
、
個
別
人
身
支
配
の
貫
徹
し
た
畿
内
と
い
う
、
国
家
の
二
重
構
造
を
想
定
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
論
拠
は
大
き
く
二
点
あ
り
、
一

つ
は
畿
内
・
面
外
の
租
税
に
量
的
な
違
い
に
と
ど
ま
ら
な
い
「
性
質
の
違
い
」
を
見
る
点
に
あ
り
、
一
つ
は
畿
内
・
面
外
に
労
働
力
編
成
方
式

の
違
い
を
見
る
点
に
あ
る
。

　
し
か
し
私
は
大
津
氏
の
論
に
は
賛
同
で
き
な
い
。
以
下
に
理
由
を
述
べ
る
。
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ま
ず
、
大
津
氏
の
論
の
第
一
点
、
租
税
の
性
質
の
違
い
と
は
つ
ま
り
、
番
外
の
税
に
共
同
体
の
関
与
、
前
代
以
来
の
服
属
儀
礼
の
側
面
を
見
、

一
方
の
畿
内
の
税
は
個
別
人
身
的
な
負
担
と
見
な
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
畿
内
・
畿
外
の
租
税
に
氏
の
言
う
よ
う
な
性
質
の
違
い
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
選
外
で
も
調
を
銭
納
す
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
調
雑
物
を
輸
す
の
は
畿
外
で
も
限
ら
れ
た
国
で
あ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
⑦

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
畿
内
と
畿
外
で
租
税
の
性
格
に
戯
然
と
し
た
差
異
を
認
め
、
そ
こ
に
前
代
以
来
の
支
配
構
造
の
相
違
を
見
る
の
は

困
難
で
あ
る
。
畿
内
の
負
担
体
系
の
特
殊
性
を
、
性
質
の
違
い
で
説
明
す
る
の
は
無
理
だ
と
思
う
。

　
次
に
、
氏
の
論
の
第
二
点
、
労
働
力
編
成
方
式
の
違
い
を
見
る
点
に
つ
い
て
。
大
津
氏
は
、
雇
役
の
微
発
就
役
形
態
が
畿
内
と
畿
外
で
異
な

る
と
考
え
た
。
す
な
わ
ち
、
畿
外
の
民
の
雇
役
は
、
国
郡
司
に
率
い
ら
れ
た
多
数
の
総
譜
が
番
上
す
る
と
い
う
形
を
と
る
の
に
対
し
、
畿
内
の

民
の
雇
役
は
、
京
宮
が
雇
民
を
各
た
個
別
に
把
握
し
、
随
時
微
発
し
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
根
拠
は
、
賦
役
令
2
4
丁
匠

赴
役
条
の
、
氏
独
自
の
解
釈
に
よ
る
。
つ
ま
り
、

　
　
④
几
丁
匠
赴
レ
役
者
、
皆
具
造
レ
簿
。
丁
匠
未
レ
到
前
三
日
、
預
送
ユ
簿
太
政
官
｝
分
配
。
⑮
言
外
配
者
、
当
確
二
十
処
舶
皆
以
レ
近
及
レ
遠
。
依
レ
名
分
配
。
作

　
　
　
く
　
ヒ
　
　

　
　
「
r
ン
．
隆
側

と
い
う
規
定
を
、
⑧
の
「
外
配
」
を
「
器
品
よ
り
配
す
る
」
と
解
釈
す
る
こ
と
で
、
④
部
を
畿
内
の
重
富
の
規
定
、
⑧
部
を
畿
外
の
雇
民
の
規
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

と
読
む
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
⑱
の
「
外
配
」
は
通
説
ど
お
り
「
外
に
配
す
る
」
と
読
む
べ
き
で
あ
り
、
大
津
説
は
成
立
し
な
い
（
腿
役
は
後
述
）
。

　
こ
の
よ
う
に
大
津
説
に
は
従
え
な
い
と
す
る
と
、
畿
内
の
負
担
体
系
の
特
殊
性
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関

し
て
注
意
す
べ
き
は
、
畿
内
は
庸
が
全
免
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
律
令
法
に
よ
る
限
り
庸
と
は
歳
役
の
代
納
物
で
あ
り
、
よ
っ
て
、
庸
の
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

免
は
歳
役
の
全
免
を
意
味
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
畿
内
の
負
担
体
系
の
特
殊
性
は
、
律
令
法
に
お
け
る
労
役
負
担
の
問
題
、
特
に
歳
役
の
問
題
と

併
せ
て
考
察
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
周
知
の
よ
う
に
、
歳
役
と
は
そ
の
実
体
に
問
題
が
あ
る
労
役
で
あ
る
の
で
、
ま
ず
は
律
令
法
に

お
け
る
労
役
負
担
の
位
置
づ
け
を
明
確
に
し
て
お
か
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。

　
歳
役
と
は
、
現
実
に
は
存
在
し
な
い
名
目
上
の
負
担
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
、
現
在
の
定
説
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
歳
役
は
賦
役
令
4
歳
役
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条
に

　
　
　
　
o
　
o
　
o
　
o
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
焔
口
収
昌
蒲
布
二
｛
入
占
ハ
尺
一

　
　
　
凡
正
書
歳
役
二
十
日
噸
雪
景
レ
収
レ
庸
者
、
布
二
丈
六
尺
〔
一
日
二
尺
六
寸
〕
。
須
二
留
役
一
十
、
満
二
滑
日
ハ
聖
慮
倶
免
〔
留
日
少
者
、
計
二
見
役
宅
一
折
免
〕
。

　
　
　
通
二
正
役
門
並
不
レ
得
レ
過
二
甜
日
一
9
次
丁
二
人
、
単
二
【
馬
丁
つ
中
男
及
京
畿
内
、
不
レ
在
二
収
レ
庸
之
例
閃
…
…

　
　
　
　
（
傍
注
は
大
宝
令
文
、
。
は
大
宝
令
に
存
在
が
確
認
で
き
る
字
句
）

と
定
め
る
が
、
一
方
2
2
雇
役
丁
条
に
は

　
　
　
凡
雇
二
役
三
一
者
、
本
司
預
計
二
当
年
所
レ
作
色
目
多
少
ハ
申
レ
官
。
録
付
二
主
計
喝
覆
審
支
配
、
七
月
白
日
以
前
奏
詑
。
自
一
一
十
月
㎝
艮
一
至
三
一
盗
塁
日
一
内
、

　
　
　
均
分
上
役
。
　
一
番
不
レ
得
レ
過
二
五
十
日
噸
聴
器
月
者
、
不
レ
得
レ
過
・
一
升
日
脚
其
人
限
外
上
役
欲
レ
取
レ
直
尊
母
。
…
…

と
あ
り
、
コ
羅
役
」
と
い
う
語
が
み
え
る
。
こ
の
歳
役
と
雇
役
と
が
異
な
る
労
役
で
あ
る
こ
と
は
自
明
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
ゆ
え
、

歳
役
と
雇
役
の
関
係
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
一
般
に
は
、
青
木
和
夫
説
に
よ
っ
て
両
者
の
関
係
を
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
大
宝
令

歳
役
条
は
養
老
令
と
は
異
な
り
「
歳
役
（
＋
日
）
は
皆
芝
居
二
丈
六
尺
を
収
め
よ
」
と
い
う
規
定
で
あ
っ
て
、
「
歳
役
」
は
名
目
だ
け
で
実
際
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

は
す
べ
て
庸
で
代
納
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
労
役
は
す
べ
て
コ
雇
役
」
で
徴
発
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、
大
宝
令
歳
役
条
に
「
名
目
」
だ
け
の
意
味
し
か
持
た
な
い
「
歳
役
」
の
語
を
持
ち
出
す
必
然
性
が
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
か

こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
本
稿
で
も
便
宜
上
「
歳
役
」
の
語
を
使
用
し
て
い
る
が
、
養
老
令
は
本
来
「
歳
に
十
日
を
役
へ
」
と
読
む
べ

き
と
思
わ
れ
、
「
歳
役
」
と
い
う
熟
語
と
し
て
読
む
の
は
養
老
令
の
本
意
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
慶
雲
三
年
二
月
十
六
日
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
い
わ
ゆ
る
苞
姓
無
役
制
が
歳
役
条
の
改
訂
だ
っ
た
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
平
野
邦
雄
説
の
よ
う
に
、
歳
役
条
は
大
宝
・
養
老
令
間
に
大
き
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

意
味
の
違
い
は
無
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
混
乱
を
生
じ
さ
せ
た
そ
も
そ
も
の
原
因
は
、
歳
役
と
雇
役
を
別
個

の
労
役
と
信
じ
て
疑
わ
な
い
点
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
私
は
、
律
令
法
の
論
理
は
歳
役
も
雇
役
も
同
じ
「
役
」
で
あ
り
、
個
人
の
労
役
の
負
担
義
務
を
定
め
た
の
が
4
歳
役
条
で
、
実
際
に
使
役
す

る
た
め
の
規
定
が
2
2
雇
役
丁
条
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
青
木
氏
も
言
う
よ
う
に
、
歳
役
と
雇
役
に
実
質
上
の
差
異
は
ほ
と
ん

49　（699）



ど
な
く
、
『
令
集
解
』
の
明
法
家
の
解
釈
で
は
、
古
記
が
、
歳
役
と
雇
役
を
区
別
し
て
い
な
い
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
青
木
琉
ら
は
そ
こ
か
ら
、

歳
役
は
名
目
で
雇
役
が
実
態
と
考
え
た
が
、
し
か
し
そ
う
で
は
な
く
斗
歳
役
も
雇
役
も
同
じ
「
役
」
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
し
て
歳
役
と
雇
役
が
令
の
異
な
る
箇
所
に
規
定
さ
れ
、
異
な
る
労
役
の
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
賦
役
令
の
論
理
構
成
上
の
問
題
に
よ
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
賦
役
令
全
体
の
構
成
は
、
一
基
本
税
目
と
そ
の
輸
納
に
つ
い
て
の
規
定
（
1
～
8
条
）
、
H
磁
器
に
つ
い
て
の
規
定
（
9
～
2
1
条
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

則
丁
子
の
使
役
に
つ
い
て
の
規
定
（
2
2
～
3
3
条
）
、
W
そ
の
他
（
3
4
～
3
9
条
）
、
と
い
う
形
を
と
る
。
そ
の
論
理
に
則
っ
た
結
果
、
個
人
の
「
役
」
の

負
担
義
務
と
丁
匠
の
発
遣
は
1
部
の
4
歳
役
条
に
、
中
央
に
お
け
る
役
民
の
使
役
と
そ
の
た
め
の
差
点
は
皿
部
の
2
2
雇
役
丁
条
以
下
の
条
文
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

定
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
理
解
す
る
。

　
従
来
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
は
、
雇
役
に
雇
直
を
給
う
の
は
当
然
だ
が
、
歳
役
に
雇
直
を
給
う
と
い
う
こ
と
は
「
税
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

の
一
つ
で
あ
る
か
ら
当
然
な
い
」
と
い
う
理
解
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
4
歳
役
条
に
続
く
5
計
帳
条
で
は
「
主
計
計
二
庸

多
少
ハ
…
…
支
二
配
役
民
雇
直
感
食
ご
と
書
く
。
条
文
同
士
の
連
関
か
ら
考
え
て
、
5
計
帳
条
の
「
暴
民
」
と
は
4
歳
役
条
の
「
役
」
を
受
け

て
い
る
と
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
り
、
歳
役
の
役
民
に
下
直
を
給
う
こ
と
が
当
然
の
こ
と
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
部
分
、
古
記

が
「
呼
率
、
謂
毎
年
国
上
番
上
盤
民
」
と
注
釈
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
同
時
に
コ
羅
民
」
と
認
識
さ
れ
た
と
理
解
す
る
。
思
う
に
、
青
木
氏
も

述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
論
理
的
に
は
「
歳
役
十
日
1
1
庸
布
二
丈
六
尺
」
の
関
係
に
あ
る
が
、
実
際
に
は
「
決
し
て
等
号
で
は
結
び
得
な
い
」
。

長
期
間
番
上
し
て
就
労
す
る
「
役
」
は
重
い
負
担
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
雇
直
を
払
う
こ
と
は
当
然
の
こ
と
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
は
あ

る
ま
い
濾
・

　
以
上
、
要
す
る
に
律
令
法
で
は
歳
役
も
雇
役
も
観
じ
「
役
」
で
あ
り
、
そ
の
就
労
形
態
は
賦
役
令
の
皿
部
（
2
2
条
～
3
3
条
）
に
定
め
る
と
理
解

す
る
。
そ
れ
は
国
郡
司
が
多
数
の
役
民
を
率
い
て
番
上
す
る
綱
度
で
あ
っ
て
、
大
規
模
造
営
の
た
め
の
労
働
力
編
成
方
式
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
理
解
に
立
っ
て
、
改
め
て
畿
内
の
負
担
体
系
の
特
殊
性
の
持
つ
意
味
を
考
え
て
み
よ
う
。

・
前
述
の
よ
う
に
、
畿
内
は
庸
（
役
）
が
全
免
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
実
例
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
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畿内と古代国家（吉川）

る
の
が
、
史
料
上
下
何
事
な
ど
の
大
規
模
造
営
事
業
に
お
い
て
、
役
石
の
差
響
に
畿
内
と
畿
外
で
区
別
が
認
め
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
例
え
ば
次

の
史
料
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
　
詔
日
云
々
、
天
下
地
建
レ
都
辺
、
万
民
群
群
身
上
。
重
宜
レ
免
二
今
年
之
租
一
つ
又
畿
内
者
、
着
着
二
都
下
ハ
非
レ
無
ご
単
発
噸
宜
二
半
期
一
之
。
…
…

前
述
の
私
見
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
畿
内
に
役
は
存
在
し
な
い
以
上
、
こ
の
よ
う
に
畿
内
・
畿
外
の
相
違
が
存
在
す
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

大
規
模
造
営
は
基
．
本
的
に
は
回
外
の
負
担
で
、
畿
内
の
民
が
大
量
に
使
役
さ
れ
る
の
は
特
殊
な
例
な
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
史
料
か
ら
は
、

実
際
に
畿
内
に
役
が
賦
課
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
読
み
と
れ
る
と
思
う
。

　
そ
れ
で
は
な
ぜ
、
畿
内
に
は
役
が
存
在
し
な
い
の
か
。
そ
れ
を
物
語
る
の
が
次
の
史
料
で
あ
る
。

　
　
畿
内
諸
国
、
近
川
接
都
下
「
難
レ
三
二
調
樒
噛
無
レ
輸
二
庸
物
鴨
比
二
於
他
国
ハ
良
辰
為
レ
軽
。
而
百
姓
困
弊
、
未
レ
期
二
家
給
噸
子
鼠
其
所
由
h
実
在
昏
晦
時
差
科

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
繁
多
、
樒
丁
数
少
鴨

畿
内
は
「
臨
時
の
差
益
」
を
多
く
負
担
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
負
担
が
、
畿
内
の
課
役
減
免
、
特
に
庸
（
役
）
を
全
免
し
た
大
き
な
要
因
で
あ

る
こ
と
は
疑
い
な
か
ろ
う
。

　
こ
こ
に
い
う
「
臨
時
の
差
科
」
と
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
負
担
を
さ
す
の
だ
ろ
う
か
。
史
料
上
目
に
つ
く
畿
内
諸
国
の
労
役
負
担
に
は
、

ま
さ
し
く
臨
時
の
も
の
と
し
て
行
幸
の
際
の
労
役
、
山
陵
造
営
な
ど
が
あ
る
ほ
か
、
官
司
運
営
を
支
え
る
、
あ
る
程
度
恒
常
的
な
負
担
も
存
在

す
る
。
例
え
ば
賦
役
令
2
9
藁
藍
条
「
凡
供
レ
京
韓
藍
雑
用
之
属
、
毎
レ
年
民
部
、
預
於
二
畿
内
一
斜
量
宣
下
」
、
田
令
3
7
役
丁
条
「
凡
宮
田
応
レ
役
レ
丁

之
処
、
…
…
其
上
役
即
日
、
国
司
伍
准
二
役
月
閑
要
ハ
量
レ
事
配
遣
」
な
ど
は
畿
内
に
固
有
の
負
担
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
「
臨
時
の
差
科
」
と
は
、

こ
れ
ら
の
負
担
す
べ
て
を
含
む
語
な
の
だ
ろ
う
。

　
さ
て
、
大
津
玩
は
こ
の
よ
う
な
「
臨
時
の
差
科
」
は
愈
愈
で
億
な
く
、
雇
役
で
あ
る
と
考
え
た
。
確
か
に
、
正
倉
院
文
書
な
ど
か
ら
は
、
、
賦

役
令
の
税
目
に
と
ら
わ
れ
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
労
働
力
編
成
が
存
在
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
の
よ
う
な
負
担
も
「
臨
時
の
差
科
」
に
含
み
込
ま

れ
て
い
る
可
能
性
は
充
分
あ
り
、
雑
儲
の
み
に
限
定
す
る
必
然
性
は
、
必
ず
し
も
な
い
。
し
か
し
、
私
は
、
前
掲
の
史
料
に
「
臨
時
差
科
繁
多
、
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⑳

揺
丁
数
少
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
「
臨
時
の
差
科
」
に
は
第
一
義
的
に
は
や
は
り
雑
倍
を
想
定
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
雑
徳
は
、
基
本
的
に
は
国
司
の
裁
量
に
属
す
る
労
役
で
あ
る
が
、
一
方
で
は
「
中
央
財
政
的
な
性
格
」
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
『
令
集
解
』

賦
役
令
3
7
雑
徳
条
で
独
自
の
解
釈
を
施
す
古
記
に
お
い
て
も
、
「
中
央
政
府
の
需
要
に
応
じ
て
組
織
さ
れ
る
力
役
」
に
つ
い
て
は
雑
徹
と
認
定

　
　
　
⑳

し
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
は
、
前
掲
の
賦
役
令
2
9
藁
藍
条
・
田
令
3
7
役
丁
条
と
い
っ
た
、
畿
内
に
固
有
の
労
役
も
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
が

雑
徳
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
認
め
て
よ
か
ろ
う
。
そ
も
そ
も
法
文
上
、
役
と
は
大
規
模
造
営
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
以
外
の
日
常
的
な

中
央
で
の
労
役
は
、
雑
倍
を
宛
て
る
の
が
原
則
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
こ
と
は
す
な
わ
ち
、
中
央
政
府
の
た
め
の
滞
流
を
負
担
す
る
地
域
は
、

そ
れ
だ
け
雑
貨
の
負
担
が
大
き
く
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
な
中
央
的
力
役
と
し
て
の
雑
揺
が
「
臨
時
の
差
科
」
な
の
で
あ
り
、
そ

れ
が
多
く
賦
課
さ
れ
る
地
が
畿
内
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
畿
内
百
姓
単
三
貢
賦
忌
門
於
外
国
ハ
而
思
置
重
二
於
京
戸
一
」
と
あ
る
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

う
に
、
特
に
畿
内
は
雑
儒
の
負
担
が
重
か
っ
た
。
畿
内
の
課
役
減
免
は
、
こ
の
よ
う
な
、
中
央
政
府
を
支
え
る
た
め
の
「
臨
時
の
差
繰
」
、
雑

循
の
負
担
が
大
き
か
っ
た
こ
と
に
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
以
上
の
考
察
を
ふ
ま
え
た
と
き
、
畿
内
の
評
価
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
大
津
氏
の
主
張
し
た
よ
う
な
、
畿

内
・
畿
外
の
二
重
構
造
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
だ
ろ
う
。
雑
儒
に
、
畿
内
と
畿
外
で
性
質
の
違
い
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
例
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ば
行
幸
は
畿
外
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
し
、
山
陵
造
営
は
畿
外
近
国
か
ら
も
差
発
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
基
本
的
に
、
雑
儘
の
差
響
に

国
郡
司
が
関
与
し
て
い
る
こ
と
も
当
然
の
こ
と
だ
ろ
う
。
畿
内
の
郡
司
に
つ
い
て
も
「
畿
内
諸
国
、
心
配
接
都
下
ハ
駆
策
之
労
、
尤
是
殊
甚
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

准
二
十
外
国
ハ
不
レ
可
レ
同
レ
日
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
郡
司
の
関
与
は
明
白
で
あ
る
α
労
働
力
編
成
方
式
は
基
本
的
に
畿
内
も
立
論
も
同
一
で

あ
り
、
さ
ら
に
は
広
く
統
治
形
態
を
見
渡
し
て
も
、
畿
内
と
畿
外
に
質
的
な
相
違
は
認
め
が
た
い
。
確
か
に
畿
内
は
畿
外
よ
り
も
直
接
的
な
統

治
を
受
け
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
畿
内
が
都
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
国
郡
の
機
能
を
大
き
く

改
変
す
る
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
國
郡
の
機
能
は
基
本
的
に
畿
内
も
畿
外
も
同
一
で
あ
り
、
統
治
形
態
に
本
質
的
相
違
は
な
い

　
　
　
　
　
　
⑳

と
す
べ
き
だ
ろ
う
。
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畿
内
の
機
能
は
国
家
を
直
接
支
え
る
点
に
あ
り
、
そ
れ
は
特
に
労
役
負
担
の
面
で
顕
著
に
認
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
規
定
し
て
い
る
の

は
、
畿
内
の
「
都
に
近
い
」
と
い
う
属
性
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
畿
外
で
あ
っ
て
も
離
宮
の
造
営
な
ど
で
「
都
に
近
い
」
地
に
な
れ
ぼ
、
負
担

体
系
は
畿
内
に
准
じ
ら
れ
た
。
保
良
宮
造
営
の
際
に
は
「
暫
移
遊
二
身
此
土
丹
百
姓
頗
労
二
差
科
叩
…
…
無
下
割
二
倍
レ
都
森
番
ハ
永
為
二
畿
県
ハ
停

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

レ
庸
輸
う
調
。
忌
数
准
レ
京
」
と
あ
り
、
「
畿
県
」
の
設
置
が
、
差
額
の
多
さ
、
そ
れ
に
伴
う
課
役
の
減
免
を
ふ
ま
え
て
語
ら
れ
て
い
る
。
日
本
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

お
い
て
労
役
負
担
と
そ
れ
に
伴
う
課
役
の
減
免
が
、
「
畿
」
を
構
成
す
る
重
要
な
要
素
だ
っ
た
こ
と
を
示
す
端
的
な
例
と
言
え
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
畿
内
の
負
担
体
系
の
特
殊
性
が
、
大
宝
令
以
前
に
遡
る
の
か
ど
う
か
。
通
説
で
は
否
定
的
で
あ
り
、
実
際
、
浄
御
平
令
制
下
に

は
庸
（
役
）
の
前
身
で
あ
る
「
役
」
は
畿
内
に
も
賦
課
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
臨
御
原
令
制
下
の
「
役
」
の
内
容
に
は
不
明
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

点
が
多
す
ぎ
、
畿
内
の
特
殊
性
に
つ
い
て
も
、
史
料
的
に
は
「
否
定
も
肯
定
も
で
き
な
い
」
の
が
現
状
で
あ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
て
残
し
て

お
き
た
い
。

　
以
上
、
一
章
を
ま
と
め
て
お
く
。
畿
内
と
は
基
本
的
に
は
中
国
の
制
度
を
継
受
し
た
も
の
で
、
国
家
を
直
接
支
え
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。

特
に
、
畿
内
に
は
労
役
面
で
国
家
を
日
常
的
に
支
え
る
役
割
が
強
く
認
め
ら
れ
、
そ
れ
は
雑
謡
の
増
大
と
な
っ
て
現
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
性
格

ゆ
え
に
畿
内
統
治
は
重
視
さ
れ
た
が
、
畿
内
と
畿
外
に
支
配
形
態
上
の
質
的
相
違
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

畿内と古代国家（吉川）

①
例
え
ば
班
田
や
そ
の
他
の
勧
農
事
業
に
は
、
畿
内
の
み
に
使
を
遣
わ
す
例
が
多

　
く
見
え
る
。

②
　
畿
外
の
離
宮
と
し
て
は
そ
の
他
、
『
丸
尽
本
紀
』
神
亀
元
年
十
月
戊
戌
条
に
、
紀

　
冊
レ
国
海
部
郡
に
離
宮
を
造
営
し
た
こ
と
が
見
え
る
。

③
　
礪
波
護
「
唐
代
の
畿
内
と
京
域
四
面
関
」
（
『
中
国
の
都
市
と
農
村
』
、
汲
古
書

　
院
、
一
九
九
二
年
）
。
な
お
、
唐
の
畿
内
に
つ
い
て
は
、
近
年
大
津
氏
に
よ
り
、

　
唐
初
の
畿
内
と
は
京
兆
・
河
南
府
の
畿
県
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
武
周
朝
の
改
正
に

　
よ
っ
て
都
城
周
辺
の
無
終
を
畿
内
と
す
る
制
度
が
創
出
さ
れ
た
と
い
う
説
が
発
表

　
さ
れ
た
（
「
中
国
に
お
け
る
畿
内
制
」
〈
『
律
令
国
家
支
配
構
造
の
研
究
』
、
前
掲
〉
）
。

　
し
か
し
西
本
氏
、
礪
波
氏
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
貞
観
年
間
に
す
で
に
畿
内
を

　
関
中
・
関
内
と
同
義
で
用
い
て
い
る
史
料
が
存
在
す
る
以
上
、
溝
本
・
嘱
波
説
に

　
従
い
、
都
城
周
辺
の
諸
州
を
畿
内
と
す
る
制
度
は
唐
初
か
ら
存
在
し
た
と
考
え
る

　
べ
ぎ
だ
ろ
う
。

④
こ
の
点
は
三
章
参
照
。

⑤
　
日
本
で
も
畿
内
と
畿
外
が
区
分
さ
れ
て
い
な
い
訳
で
は
な
く
、
五
位
以
上
は
「
畿

　
外
に
出
ん
と
欲
す
れ
ば
奏
聞
せ
よ
」
と
い
う
仮
寧
令
の
規
定
も
あ
る
（
三
章
参
照
）
。

　
し
か
し
、
唐
の
よ
う
に
強
力
な
関
に
よ
っ
て
畿
内
と
畿
外
が
峻
別
さ
れ
て
い
る
わ

　
け
で
は
な
く
、
r
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
令
文
が
遵
守
さ
れ
な
い
こ
と
が
九
世
紀
以
降
し
，
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ぱ
し
ば
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
畿
内
近
傍
の
畿
外
の
地
に
離

　
宮
が
鴬
ま
れ
て
い
る
の
も
、
こ
の
よ
う
な
境
界
の
ル
ー
ズ
さ
と
無
関
係
で
は
あ
る

　
ま
い
。

⑥
『
七
日
本
紀
』
養
老
六
年
九
月
庚
寅
条
。

⑦
r
今
津
勝
紀
「
律
令
調
薬
の
構
造
と
そ
の
歴
史
的
前
提
」
（
『
日
本
史
研
究
』
三
五

　
五
、
一
九
九
二
年
）
。
ま
た
繭
田
香
融
「
畿
内
の
調
」
（
『
有
坂
隆
道
先
生
古
稀
記

　
念
日
本
文
化
史
論
集
』
、
同
朋
舎
出
版
、
一
九
九
「
年
）
で
は
逆
に
、
畿
内
で
も

　
調
雑
物
を
輸
す
場
合
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

⑧
『
唐
令
拾
遺
』
田
令
2
条
（
実
は
賦
役
令
文
）
の
「
外
配
」
の
用
例
、
蟹
田
孝

　
「
雑
稀
制
の
展
開
過
程
」
（
『
律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
劇
、
岩
波
霞
店
、
　
一
九
八

　
三
年
）
の
注
3
4
参
照
。
令
文
の
意
味
は
、
⑧
翠
松
を
中
央
で
使
役
す
る
丁
合
は
あ

　
ら
か
じ
め
「
解
」
を
太
政
官
に
送
っ
て
丁
匠
を
分
配
す
べ
ぎ
で
あ
ろ
が
、
⑧
地
方

　
で
使
役
す
る
揚
合
に
は
そ
の
必
要
は
な
く
、
そ
の
ま
ま
配
処
に
送
る
、
の
意
だ
ろ

　
う
。

⑨
　
職
員
令
の
大
国
守
・
大
宰
府
帥
の
職
掌
に
は
「
倍
役
」
と
あ
る
の
に
対
し
、
畿

　
内
の
官
で
あ
る
左
京
職
大
夫
・
摂
津
職
大
夫
の
職
掌
に
は
「
雑
衙
」
と
あ
り
、
「
役
」

　
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。
青
木
和
夫
「
雇
役
制
の
成
立
」
（
『
日
本
律
令
国
家
論
放
』
、

　
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
、
初
出
一
九
五
八
年
）
参
照
。

⑩
青
木
「
雇
役
湖
の
成
立
」
（
前
掲
）
。
大
宝
令
復
元
の
根
拠
は
、
『
令
集
解
』
岡

　
条
古
記
か
ら
復
元
さ
れ
る
「
皆
収
二
庸
霜
崩
丈
六
尺
一
」
と
い
う
字
句
と
、
『
続
日
本

　
紀
』
慶
雲
三
年
二
月
盗
汗
条
の
「
准
レ
令
、
正
丁
歳
役
収
離
庸
霜
二
一
丈
六
尺
柵
」
と
い

　
う
文
で
あ
る
。

⑪
　
『
類
聚
三
代
格
』
巻
一
七
。
な
お
、
こ
の
格
は
従
来
、
前
半
部
は
歳
役
条
に
関

　
連
す
る
規
定
、
後
半
部
は
匠
丁
の
雇
役
に
関
す
る
規
定
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、

　
後
述
の
よ
う
に
「
歳
役
”
雇
役
」
と
考
え
て
、
初
め
て
統
一
的
な
理
解
が
可
能
に

　
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

⑫
　
鎌
田
元
一
「
融
融
遷
都
と
慶
雲
三
年
格
」
（
『
日
本
の
前
近
代
と
北
陸
社
会
』
、
思

　
文
閣
患
版
、
一
九
八
九
年
）
。

⑬
平
野
邦
雄
「
大
宝
、
養
老
両
軸
の
歳
役
に
つ
い
て
」
（
『
九
州
工
業
大
学
研
究
報

　
告
（
人
文
・
社
会
科
学
）
』
五
、
一
九
五
七
年
）
、
長
山
泰
孝
「
歳
役
制
の
成
立
」

　
（
『
律
令
負
担
体
系
の
研
究
』
、
塙
書
房
、
　
一
九
七
六
年
、
初
出
　
九
六
〇
年
）
。

　
両
氏
に
よ
っ
て
す
で
に
雷
及
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
考
え
る
論
拠
を
述
べ
て
お
く

　
（
注
⑩
参
照
）
。
ま
ず
、
『
続
日
本
紀
』
の
文
章
は
大
宝
令
の
取
意
文
で
あ
り
、
同

　
日
条
に
引
用
さ
れ
て
い
る
他
の
大
宝
令
文
も
参
照
す
る
と
、
文
章
は
か
な
り
改
変

　
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
鼻
下
歳
役
十
日
目
の
下
に
古
詑
蝋
引
の

　
「
皆
収
磁
器
ご
丈
六
尺
」
が
直
結
す
る
と
考
え
る
必
要
は
な
く
、
例
え
ば
駐
日
（
注

　
⑬
参
照
）
の
「
若
不
レ
役
」
と
い
っ
た
表
現
が
入
る
可
能
性
が
あ
る
。

⑭
　
石
上
英
一
「
日
本
賦
役
令
に
お
け
る
法
と
経
済
に
つ
い
て
の
二
、
三
の
問
題
」

　
（
『
麗
史
学
研
究
』
四
八
四
、
一
九
八
○
年
）
。

⑮
こ
の
点
を
考
え
る
の
に
参
考
に
な
る
の
が
、
唐
賦
役
令
の
条
文
配
列
で
あ
る
。

　
唐
賦
役
令
の
条
文
配
列
む
石
上
氏
に
よ
り
、
全
体
的
に
は
日
本
令
と
同
じ
く
一
『

　
盟
W
部
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

　
　
唐
令
で
も
「
歳
役
条
」
は
1
都
に
配
さ
れ
、
ま
ず
、
武
徳
七
年
令
（
『
冊
府
元

　
亀
』
悪
習
八
七
な
ど
所
引
）
で
は

　
　
　
凡
丁
歳
役
三
一
旬
湘
若
不
レ
役
、
則
収
二
其
庸
「
毎
レ
日
三
尺
。
有
レ
事
而
加
レ
役

　
　
　
者
、
旬
有
五
日
免
二
其
調
「
三
旬
則
租
調
倶
免
。
通
二
正
役
騨
不
レ
過
二
五
十
日
一
。

　
と
あ
る
。
こ
の
構
成
は
日
本
令
4
歳
役
条
（
の
前
半
部
分
）
と
基
本
的
に
同
一
で

　
あ
り
、
日
本
令
が
県
令
を
参
照
し
て
文
を
成
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
開
元
七

　
年
令
（
『
大
唐
六
典
』
巻
三
所
引
）
の
内
容
も
同
様
で
あ
る
。

　
　
し
か
し
、
開
元
二
十
五
年
令
（
『
通
典
』
巻
六
所
引
）
で
は
、
「
歳
役
条
」
は
二

　
つ
の
条
文
に
分
裂
し
て
い
る
。
ま
ず
、
1
部
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
　
諸
丁
匠
不
レ
役
者
収
レ
庸
。
無
レ
絹
之
郷
、
緬
布
法
認
〔
日
別
絶
絹
各
三
尺
、

　
　
　
布
則
三
尺
七
寸
五
分
〕
。

　
つ
ま
り
、
女
役
の
裾
合
の
庸
の
徴
収
の
み
が
規
定
さ
れ
、
実
役
徴
発
が
消
え
て
い
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る
。
実
役
徴
発
に
つ
い
て
は
、
』
部
の
宋
尾
に
次
の
よ
う
な
条
文
が
配
置
さ
れ
て

　
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
〉
、

　
　
　
諸
丁
匠
歳
役
二
工
二
十
日
つ
有
レ
閏
之
懸
想
三
一
碍
叩
須
二
留
役
識
者
、
満
二
十
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㌣
こ

　
　
　
日
一
難
レ
調
、
三
十
目
租
調
倶
免
〔
従
日
置
離
見
役
日
折
免
〕
。
通
二
悪
役
一
並
不

　
　
　
レ
過
二
五
十
日
一
〔
正
当
調
三
一
十
日
庸
一
也
〕
。

　
　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
石
上
氏
は
『
通
典
』
編
纂
時
の
手
違
い
で
は
な
い
か
と
述

　
べ
る
が
、
そ
う
考
え
る
に
は
余
り
に
重
大
な
改
変
で
あ
る
。
こ
れ
は
開
元
二
十
五

　
年
令
で
「
歳
役
条
」
を
二
つ
に
分
割
し
、
庸
の
収
取
に
つ
い
て
は
1
部
に
残
し
、

　
役
の
負
担
に
つ
い
て
は
後
ろ
に
回
し
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
な
ぜ
こ
の
よ
う

　
な
改
変
を
し
て
役
の
負
担
を
後
ろ
に
回
し
た
の
か
。
そ
の
意
図
は
、
役
の
負
担
を

　
皿
部
（
丁
匠
の
使
役
に
つ
い
て
の
規
定
）
の
先
頭
に
配
置
す
る
点
に
あ
っ
た
と
思

　
う
。
唐
芋
で
は
皿
部
は
残
り
が
悪
く
、
ほ
と
ん
ど
復
元
で
き
て
い
な
い
が
、
「
雇

　
役
丁
条
」
も
含
め
て
や
は
り
存
在
し
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
現
代
の
研
究
者
を

　
多
く
惑
わ
せ
て
い
る
よ
う
に
、
1
部
の
「
歳
役
条
」
に
定
め
る
役
の
負
担
と
、
皿

　
部
の
「
雇
役
丁
条
」
以
下
に
定
め
る
丁
匠
の
使
役
が
1
部
と
班
部
に
離
れ
て
い
る

　
こ
と
は
論
理
構
成
上
問
題
が
あ
り
、
そ
れ
を
是
正
す
る
た
め
に
、
開
元
二
十
五
年

忌
令
で
「
歳
役
条
」
の
役
の
負
担
を
皿
部
の
先
頭
に
移
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

　
る
。
こ
の
点
か
ら
も
、
律
令
法
の
論
理
は
「
歳
役
1
1
雇
役
」
と
考
え
る
こ
と
が
で

　
き
よ
う
。

⑯
青
木
コ
屈
一
類
の
成
立
」
（
前
掲
）
。

⑰
役
民
の
食
料
に
つ
い
て
は
、
自
弁
と
官
給
の
関
係
が
令
文
か
ら
は
不
分
明
で
あ

　
る
（
4
歳
役
条
の
「
釈
」
と
5
計
帳
条
の
「
食
」
）
が
、
慶
雲
三
年
格
（
注
⑪
参
照
）

　
で
は
「
役
二
廿
日
開
学
給
二
公
釈
一
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

⑱
な
お
、
こ
う
考
え
た
場
合
問
題
に
な
る
の
が
、
4
歳
役
条
に
は
「
通
二
正
役
ハ
並

　
不
レ
得
レ
過
二
珊
日
ご
と
あ
る
の
に
対
し
、
2
2
雇
役
丁
条
に
は
コ
番
不
レ
得
レ
過
論
五

　
十
日
断
」
と
あ
り
、
日
数
が
｝
致
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
4
歳
役
条
は

　
個
人
の
労
役
ヨ
数
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
2
2
雇
役
魚
条
は
｝
番
あ
た
り
の
番
上

　
票
数
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
前
者
よ
り
後
者
が
や
や
多
め
に
設
定
さ
れ
て

　
い
る
と
理
解
す
れ
ば
問
題
な
か
ろ
う
。

⑲
『
類
聚
国
史
』
巻
八
三
、
免
租
税
、
延
暦
十
六
年
六
月
壬
午
条
。

⑳
　
大
規
模
造
営
を
野
外
諸
国
が
負
担
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
史
料
と
し
て
は
、

　
そ
の
他
、
『
続
日
本
紀
』
慶
雲
三
年
九
月
丙
辰
条
、
天
平
勝
宝
八
歳
六
月
甲
辰
条
、

　
延
暦
十
年
九
月
甲
戌
条
、
『
碍
本
後
紀
』
延
暦
十
六
年
三
月
癸
卯
条
、
延
麿
十
八

　
年
十
二
月
丁
丑
条
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
逆
に
、
畿
内
が
造
都
事
業
に
た
ず

　
さ
わ
っ
て
い
る
史
料
と
し
て
は
、
『
尽
日
本
紀
』
天
平
十
三
年
九
月
丙
辰
条
な
ど

　
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
法
的
に
は
恐
ら
く
雑
衝
が
充
当
さ
れ
る
こ
と
に
な

　
る
の
だ
ろ
う
。

⑳
『
類
聚
三
代
格
』
巻
町
、
大
同
三
年
二
月
五
日
官
符
。

＠
大
津
氏
が
「
臨
時
の
懸
巣
」
は
雑
徳
で
な
い
と
す
る
論
拠
は
、
大
同
四
年
九
月

　
十
六
日
官
符
に
、
京
畿
内
の
百
姓
が
畿
外
に
居
住
す
る
た
め
に
「
難
レ
不
レ
閾
二
調

　
径
同
旨
臨
時
徴
発
有
レ
名
無
レ
身
」
と
記
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
（
『
類
聚
三
代
格
』

　
巻
一
五
）
。
し
か
し
、
「
臨
時
徴
発
」
の
際
に
「
町
名
無
封
」
な
ら
ば
、
雑
循
徴
発

　
の
時
に
も
同
じ
問
題
が
起
き
る
は
ず
で
あ
る
。
「
調
催
」
と
、
調
と
同
列
に
論
じ

　
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
見
て
、
こ
れ
は
締
銭
の
微
意
を
指
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き

　
だ
ろ
う
。

⑳
　
告
田
「
雑
価
制
の
展
開
過
程
」
（
前
掲
）
。

⑳
　
長
山
泰
孝
「
雑
徳
制
の
成
立
」
（
『
律
令
負
担
体
系
の
研
究
』
、
前
掲
、
初
出
一

　
九
六
九
年
）
。

⑳
　
　
『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
三
年
十
二
月
四
日
己
丑
条
。
九
世
紀
後
期
に
お
け
る

　
「
揺
役
」
の
語
を
雑
篠
と
解
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
吉
田
「
雑
福
二
の
展
開
過

　
程
」
（
前
掲
）
の
注
4
3
参
照
。

⑯
　
山
陵
造
営
の
た
め
の
徴
発
は
『
続
続
本
紀
』
宝
亀
元
年
八
月
癸
粛
殺
を
初
見
と

　
し
て
、
以
後
多
く
見
え
る
が
、
そ
の
対
象
は
い
ず
れ
も
京
畿
内
と
近
国
で
あ
る
。

⑳
　
『
日
本
後
聞
』
「
延
暦
十
八
年
四
月
壬
寅
条
。
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⑱
　
た
だ
し
一
方
で
は
、
正
倉
院
文
書
な
ど
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
実
際
の
社
会
に

　
は
多
様
な
雇
傭
労
働
が
展
開
し
て
お
り
、
国
郡
司
の
関
与
し
な
い
労
働
力
編
成
も

　
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
現
実
の
多
様
な
雇
傭
閨
係
は
、
程
度
の
差

　
こ
そ
あ
れ
中
央
・
地
方
を
問
わ
ず
存
在
し
た
だ
ろ
う
し
、
実
際
正
倉
院
文
書
か
ら

　
は
畿
内
・
誌
面
に
お
け
る
違
い
を
読
み
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

⑳
　
畿
内
は
個
別
人
身
支
配
が
強
固
だ
っ
た
と
す
る
論
拠
と
し
て
、
籍
帳
制
度
が
取

　
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
私
見
を
述
べ
て
お
く
。
ま
ず
大
津
氏
は
、
京

　
畿
の
現
存
計
帳
で
は
逃
亡
者
に
戸
令
1
0
戸
逃
走
粂
の
除
帳
規
定
が
適
用
さ
れ
ず
、

　
い
つ
ま
で
も
総
嫁
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
原
島
礼
二
氏
の
「
京
畿
計

　
帳
の
逃
注
記
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
古
代
社
会
の
基
礎
構
造
』
、
未
来
社
、
｝
九
六

　
八
年
、
初
出
一
九
六
五
年
）
の
説
の
よ
う
に
こ
れ
を
畿
内
・
園
外
の
相
違
と
見
な

　
し
て
よ
い
の
な
ら
、
籍
帳
面
で
の
京
畿
内
の
特
殊
性
で
あ
り
、
京
歳
内
人
の
減
少

　
を
防
ぐ
政
策
と
し
て
理
解
で
き
る
。

　
　
ま
た
、
杉
本
一
樹
氏
は
「
「
計
帳
歴
名
」
の
薄
白
に
つ
い
て
」
（
『
奈
良
古
代
史

　
論
集
』
一
、
一
九
八
五
年
）
に
お
い
て
、
大
津
説
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
計
帳
山
名

　
は
力
役
碑
面
の
た
め
に
畿
内
諸
国
だ
け
か
ら
京
進
さ
れ
た
と
い
う
説
を
出
し
た
。

　
し
か
し
、
聴
官
が
国
郡
を
経
ず
に
人
を
雇
う
に
あ
た
っ
て
、
民
部
省
の
計
帳
歴
名

　
を
用
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
計
帳
歴
名
の
京

　
進
を
限
定
的
に
考
え
る
理
由
は
、
京
進
後
の
用
途
に
積
極
的
意
味
を
見
い
だ
し
難

　
い
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
。
し
か
し
例
え
ば
貢
進
物
荷
札
も
、
そ
の
周
途
は
今
」
つ

　
不
分
明
だ
が
京
進
さ
れ
て
い
る
こ
之
は
確
実
で
あ
る
。
そ
し
て
貢
進
物
荷
札
の
貢

　
進
者
名
は
、
計
帳
歴
名
と
対
応
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
計
帳
職
名
の
儲
蓄
は
、

　
ま
た
違
っ
た
観
点
か
ら
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
以
上
、
籍
帳
に
関
し
て
も
、
畿
内
の
特
殊
性
を
認
め
る
こ
と
は
可
能
だ
が
、
籍

　
帳
制
の
根
幹
に
か
か
わ
る
よ
う
な
重
大
な
特
例
は
認
め
が
た
い
の
で
は
あ
る
ま
い

　
か
。

⑳
　
な
お
、
早
川
庄
八
氏
は
「
選
任
令
・
選
叙
令
と
才
領
の
「
試
練
」
」
（
『
日
本
古

　
代
官
僚
制
の
研
究
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
入
六
年
、
初
出
｝
九
八
四
年
）
に
お
い

　
て
、
畿
内
郡
司
は
式
部
省
に
よ
る
試
練
を
経
な
い
、
制
度
的
に
特
殊
な
存
在
だ
っ

　
た
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
点
は
森
田
悌
氏
の
「
畿
内
郡
司
と
試
練
」
（
『
日

　
本
歴
史
』
四
七
四
、
一
九
八
七
年
）
の
見
解
の
よ
う
に
、
畿
内
郡
司
も
や
は
り
試

　
練
を
受
け
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

⑳
　
　
『
続
日
太
・
紀
』
天
平
宝
字
五
年
十
月
己
卯
条
。
紫
香
楽
宮
の
場
合
は
『
続
日
本

　
紀
』
天
平
十
五
年
九
月
丁
巳
条
参
照
。

㊥
　
前
述
の
よ
う
に
、
唐
の
賦
役
令
に
は
畿
内
の
特
殊
規
定
が
見
ら
れ
な
い
。
日
中

　
の
聞
で
力
役
負
担
を
め
ぐ
っ
て
ど
の
よ
う
な
差
異
が
あ
る
の
か
、
興
味
深
い
問
題

　
で
は
あ
る
が
、
筆
者
の
現
在
の
能
力
で
は
明
ら
か
に
し
難
い
。
今
後
の
課
題
と
し

　
て
お
き
た
い
。

⑳
　
西
本
「
畿
内
網
の
基
礎
的
考
察
…
」
（
前
掲
）
。
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二
章
畿
内
制
の
成
立

で
は
次
に
、
畿
内
制
の
成
立
、
初
期
の
畿
内
制
の
性
格
へ
と
論
を
進
め
る
。

畿
内
を
設
置
す
べ
き
こ
と
は
、
『
日
本
書
紀
』
大
化
二
年
正
月
甲
子
朔
条
の
、
い
わ
ゆ
る
大
化
改
新
詔
に
う
た
わ
れ
て
い
る
。

其
二
日
、
初
修
一
一
京
師
口
置
二
畿
内
、
国
司
、
郡
司
、
関
塞
、
斥
候
、
防
人
、
駅
馬
、
伝
馬
噸
及
造
闘
乱
契
ハ
定
凱
山
河
叩
…
…
凡
畿
内
東
園
二
名
墾
横
河
一
以



畿内と古代酋家（吉川）

　
　
来
、
南
自
一
一
紀
伊
兄
山
一
以
来
〈
兄
、
栄
町
レ
制
〉
、
西
自
二
赤
石
製
塩
一
以
来
、
北
恵
二
近
江
狭
々
波
舎
坂
山
一
以
来
、
為
二
畿
内
国
叩

　
周
知
の
よ
う
に
、
改
新
詔
は
そ
の
史
料
性
に
聞
題
を
は
ら
ん
で
お
り
、
こ
の
畿
内
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
様
女
に
議
論
さ

れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
こ
に
定
め
る
畿
内
は
、
そ
の
範
囲
を
四
号
で
定
め
る
と
い
う
、
他
に
見
え
な
い
独
自
の
内
容
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の

内
容
か
ら
み
て
後
の
令
文
等
の
転
載
と
は
考
え
に
く
く
、
よ
っ
て
現
在
で
は
、
多
く
の
論
者
が
こ
れ
を
孝
徳
朝
の
も
の
と
認
め
て
い
る
。
私
も
、

孝
徳
朝
に
出
さ
れ
た
と
い
う
『
日
本
書
紀
』
の
記
述
を
疑
う
積
極
的
根
拠
が
な
い
以
上
、
『
書
紀
』
に
従
い
、
孝
徳
朝
の
制
度
と
考
え
る
の
が
、

現
在
最
も
妥
当
な
解
釈
だ
と
思
う
。
な
お
、
改
新
詔
の
「
置
二
畿
内
国
司
郡
司
一
」
と
い
う
文
は
関
幾
に
よ
り
、
①
畿
内
と
国
司
と
郡
司
、
②
畿

内
の
国
司
と
郡
司
、
③
畿
内
国
の
司
と
郡
司
、
の
三
通
り
の
読
み
方
が
示
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
漢
文
と
し
て
最
も
自
然
な
①
を
採
用
す
べ
き
と

　
　
①

考
え
る
。

　
改
新
詔
の
畿
内
に
関
し
て
ま
ず
確
認
す
べ
き
点
は
、
畿
内
制
と
い
う
制
度
は
こ
の
時
に
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
近
年
、
大
津
氏
・

西
本
氏
ら
に
よ
り
大
化
前
代
に
お
け
る
畿
内
側
の
存
在
が
積
極
的
に
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
実
態
面
に
お
け
る
畿
内
・
畿
外
の
差
異
は
ひ
と
ま

ず
お
く
と
し
て
も
、
畿
内
制
と
い
う
制
度
は
孝
徳
朝
以
前
に
は
遡
ら
な
い
こ
と
は
は
っ
き
り
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
改
新

詔
の
文
章
が
、
こ
れ
ま
で
無
か
っ
た
も
の
を
こ
の
時
に
置
く
、
と
言
っ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
し
て
実
際
に
、
後
の
畿
内
制
に
つ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

が
る
「
畿
内
」
「
ウ
チ
ツ
ク
一
こ
な
ど
と
い
っ
た
行
政
区
画
が
大
化
前
代
に
存
在
し
た
こ
と
を
示
す
確
実
な
例
は
全
く
存
し
な
い
。
思
至
に
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

え
る
境
界
は
「
大
化
前
代
以
来
の
古
い
制
度
」
を
示
す
と
考
え
る
大
津
氏
の
見
解
も
あ
る
が
、
そ
う
考
え
た
場
合
、
改
新
詔
で
な
ぜ
、
自
明
の

境
界
を
こ
と
さ
ら
に
述
べ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
畿
内
の
境
界
が
定
ま
っ
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
、
四
至
を
示
し
て
画

定
す
る
必
要
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
畿
内
の
領
域
を
定
め
、
畿
内
・
畿
外
を
区
別
し
て
統
治
す
る
制
度
は
、
孝
徳
朝
に
始
ま
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
な
お
一
方
の
畿
外
に
つ
い
て
も
、
門
四
方
向
」
制
と
い
う
、
七
道
綱
成
立
以
前
の
広
域
行
政
区
画
が
存
在
し
、
そ
の
成
立
は
大
化
前
代
に
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

で
遡
る
と
考
え
る
向
き
が
あ
る
の
で
私
見
を
述
べ
て
お
く
。
ま
ず
、
一
般
に
「
四
方
し
と
は
門
外
を
指
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
語

の
本
来
の
意
味
は
、
単
に
都
を
中
心
と
し
て
全
方
向
、
全
国
に
及
ぶ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
本
来
そ
こ
に
「
畿
外
」
と
い
う
限
定
さ
れ
た
意
味
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⑦

は
存
し
な
い
こ
と
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
等
に
は
大
化
前
代
に
「
四
方
」
と
い
う
表
現
が
見
え
る
が
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
ほ
と
ん
ど
は
、
単
に
「
全
国
」
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
七
道
制
成
立
以
後
も
同
様
で
あ
る
。
た
だ
し
、
畿
内
制
成
立
以
後
、
七
道
制
成

立
以
前
に
関
し
て
は
や
や
問
題
が
あ
る
。
『
日
本
書
紀
』
大
化
二
年
三
月
甲
申
条
に
は
「
凡
置
潮
畿
内
一
及
二
四
方
国
一
」
な
ど
と
あ
り
、
四
方
国

が
畿
外
を
指
す
と
考
え
る
べ
き
用
例
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
他
の
用
例
を
命
ず
る
と
、
や
は
り
全
国
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え

　
　
　
　
　
　
　
⑨

る
方
が
自
然
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
例
え
ば
「
諸
国
」
と
い
う
語
で
畿
外
を
指
す
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
、
全
国
の
意
で
あ
る
「
四
方
扁
で
畿
外
を

表
現
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
理
解
す
る
。
と
に
か
く
、
大
化
前
代
の
畿
外
の
地
に
「
四
方
国
」
と
呼
ば
れ
る
区
画
の
実
体
が
あ
っ
た
と
認
め
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

　
次
に
、
改
新
詔
の
畿
内
規
定
の
も
つ
独
自
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
改
新
詔
は
畿
内
の
境
界
と
し
て
、
東
西
南
北
の
四
地
点
を
挙
げ
て
い
る
。

こ
れ
ら
境
界
の
四
地
点
は
、
い
ず
れ
も
畿
内
か
ら
畿
外
へ
通
じ
る
交
通
上
の
要
地
が
選
ば
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
位
置
は
、
後
の

畿
内
の
境
界
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
関
氏
は
、
大
化
の
畿
内
制
は
一
般
的
行
政
区
画
と
は
無
関
係
の
単
一
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

「
畿
内
国
」
で
あ
っ
て
、
・
後
の
畿
内
制
と
は
異
質
な
も
の
と
考
え
た
。

　
確
か
に
、
四
至
に
は
名
墾
、
紀
伊
、
赤
石
、
近
江
と
、
い
ず
れ
も
後
の
燦
々
の
地
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
特
に
紀
伊
の
兄
山
は
後
の
国
境
と

か
な
り
離
れ
て
い
る
。
大
化
の
畿
内
の
範
囲
が
後
の
畿
内
と
は
や
や
異
な
り
、
そ
し
て
国
を
単
位
と
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
認
め
て
よ
い

と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
性
格
が
後
の
畿
内
と
異
質
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。

　
そ
も
そ
も
大
化
の
畿
内
制
は
史
料
に
乏
し
く
∵
そ
の
内
実
を
詳
し
く
知
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
：
そ
の
乏
し
い
史
料
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

「
宜
下
罷
職
清
廉
使
者
一
嘗
中
鷺
畿
内
加
其
四
方
諸
国
国
造
等
、
宜
下
択
二
善
使
一
依
レ
詔
催
勤
上
」
な
ど
と
見
え
る
。
畿
内
だ
け
は
中
央
か
ら
使
者
を

遣
わ
す
方
式
は
、
律
令
制
下
の
畿
内
に
通
じ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
行
政
面
に
お
い
て
特
別
扱
い
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
改
新
詔
第
二
条
は
地
方
行

政
制
度
の
確
立
を
う
た
っ
て
い
る
部
分
で
あ
り
、
『
書
紀
』
の
論
理
で
は
、
畿
内
が
後
の
時
代
と
同
一
の
性
格
を
持
っ
て
い
た
の
は
自
明
の
こ

と
と
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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畿内と古代国家（吉川）

　
と
す
る
と
問
題
に
な
る
の
が
行
政
区
画
と
の
関
連
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
、
律
令
三
国
が
未
成
立
で
あ
る
の
は
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
評

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

と
の
関
連
を
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
孝
徳
朝
に
全
国
的
な
建
評
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
現
在
、
行
政
区
画
と
し
て
第
一
に

想
定
さ
れ
る
べ
き
は
評
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
そ
の
よ
う
な
目
で
畿
内
の
四
至
を
見
る
と
、
ま
ず
注
意
さ
れ
る
の
が
、
南
の
境
界
の
紀
伊
の
兄
山
が
後
世
、
紀
伊
国
の
伊
都
郡
と
那
賀
郡
の

郡
境
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
大
化
の
畿
内
制
下
に
も
伊
都
評
が
存
在
し
、
伊
都
評
ま
で
が
畿
内
と
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で

　
　
　
　
　
　
⑭

き
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
東
西
の
境
界
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
る
。
名
馬
の
横
河
（
現
、
名
張
川
）
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
に
伊
賀
国
名
張

郡
内
を
流
れ
て
お
り
、
郡
境
に
受
け
継
が
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
赤
石
の
櫛
淵
に
つ
い
て
は
そ
の
位
置
に
定
説
が
な
い
が
、
近
年
発
表
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

木
下
良
氏
の
見
解
で
は
、
や
は
り
国
境
・
画
境
か
ら
外
れ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
は
問
題
だ
が
、
そ
も
そ
も
孝
徳
朝

の
評
の
実
体
は
ほ
と
ん
ど
不
明
で
あ
っ
て
、
断
案
を
下
し
が
た
い
。
私
は
、
民
衆
支
配
を
直
接
担
っ
た
で
あ
ろ
う
評
が
、
畿
内
制
と
無
関
係
だ

っ
た
と
は
考
え
が
た
い
と
い
う
立
場
か
ら
、
大
化
の
畿
内
制
は
評
制
を
前
提
と
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
四
至
に
は
交
通
上
の
要
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

を
選
ん
で
い
る
た
め
に
、
四
至
が
評
の
領
域
と
厳
密
に
は
一
致
し
な
い
こ
と
も
あ
り
得
る
と
解
釈
し
て
お
く
。

　
こ
の
よ
う
に
、
大
化
の
畿
内
制
が
評
を
墓
礎
と
し
た
も
の
と
考
え
れ
ば
、
大
化
の
畿
内
制
か
ら
律
令
制
下
の
畿
内
制
へ
の
移
行
は
、
畿
内
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

行
政
機
関
と
し
て
の
国
が
成
立
す
る
時
点
に
求
め
ら
れ
る
。
恐
ら
く
は
天
智
朝
頃
に
畿
内
に
国
が
成
立
し
、
国
に
基
づ
く
畿
内
へ
と
移
行
す
る

と
考
え
た
い
。

　
以
上
、
畿
内
制
は
孝
徳
朝
に
成
立
す
る
こ
と
、
そ
の
性
格
を
後
の
時
代
と
は
異
質
な
も
の
と
考
え
る
必
要
は
な
く
、
そ
れ
は
評
を
基
礎
と
し

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
当
然
、
関
学
が
打
ち
出
し
た
、
初
期
の
畿
内
綱
と
は
中
央
豪
族
の
居

住
地
を
特
別
区
域
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
説
を
ど
う
考
え
る
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
は
重
要
な
点
で
あ
る
の
で
、
以
下
、
章
を
改
め

て
述
べ
て
み
た
い
。

　
①
　
改
新
詔
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
長
山
泰
孝
「
改
新
詔
と
畿
内
制
の
成
立
」
（
『
古
　
　
　
　
　
代
国
家
と
王
権
』
、
音
川
弘
文
館
、
　
一
九
九
二
年
、
初
出
一
九
八
○
年
）
に
依
拠
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す
る
と
こ
ろ
が
大
ぎ
い
。

②
　
『
北
山
抄
』
巻
三
、
読
奏
事
条
に
「
畿
内
〔
宇
治
都
久
仁
〕
」
と
あ
る
よ
う
に
、

　
「
畿
内
」
を
和
訓
で
「
ウ
チ
ツ
ク
一
こ
と
青
む
こ
と
は
疑
い
な
い
。

③
　
西
本
氏
は
、
『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
大
化
前
代
の
「
畿
内
」
「
ウ
チ
ツ
ク
一
こ

　
の
用
例
を
七
箇
所
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
の
多
く
は
後
の
畿
内
と
は
異
な
る
対
象

　
を
指
し
て
い
る
。
同
一
の
意
味
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
の
は
崇
神
十
年
十
月
乙
卯

　
朔
条
、
景
行
五
十
一
年
八
月
壬
子
条
、
仁
徳
四
年
二
月
甲
子
条
の
三
箇
所
で
あ
る

　
が
、
行
政
区
画
の
存
在
を
想
定
す
る
に
は
論
拠
薄
弱
で
あ
る
。

④
　
大
津
透
「
万
葉
人
の
歴
史
空
間
」
（
『
律
令
国
家
支
配
構
造
の
研
究
』
、
前
掲
、

　
初
出
一
九
八
六
年
）
、
「
律
令
国
家
と
畿
内
」
（
前
掲
）
。

⑤
七
道
制
の
成
立
特
期
は
、
天
武
四
年
二
月
目
ら
天
武
十
四
年
七
月
の
間
と
考
え

　
る
。
早
川
庄
八
『
日
本
の
歴
史
』
四
・
律
令
国
家
（
小
学
館
、
一
九
七
四
年
）
な

　
ど
参
照
。

⑥
　
前
田
晴
人
「
古
代
国
家
の
境
界
祭
祀
と
そ
の
地
域
性
」
（
『
続
日
本
紀
研
究
』
二

　
一
五
・
一
コ
六
、
一
．
九
八
一
年
）
、
大
津
「
律
令
国
家
と
畿
内
」
（
前
掲
）
な
ど
。

⑦
　
例
え
ば
『
類
聚
三
代
格
』
巻
一
二
、
天
長
二
年
五
月
十
日
官
符
に
「
遣
二
君
四

　
方
一
」
と
あ
る
が
、
そ
の
「
使
」
に
は
畿
内
の
校
班
田
使
も
含
ま
れ
て
い
る
。
従

　
来
の
説
で
四
方
を
全
国
と
解
し
た
も
の
に
は
、
長
山
「
改
新
詔
と
畿
内
制
の
成
立
」

　
（
前
掲
）
が
あ
る
。

⑧
　
前
田
「
古
代
圏
家
の
境
界
祭
杷
と
そ
の
地
域
性
」
（
前
掲
）
の
第
三
表
に
、
『
日

　
本
書
紀
』
の
「
四
方
国
」
関
係
記
事
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
私
見
で
は
、
大
化

　
前
代
で
四
方
“
車
外
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
『
書
紀
』
崇
神
十
年
・
十

　
一
年
条
の
四
道
将
軍
派
遣
の
記
事
の
み
だ
と
思
う
。

⑨
　
例
え
ば
『
日
本
書
紀
』
天
武
五
年
八
月
辛
亥
条
の
「
四
方
為
二
大
解
除
一
」
と
い

　
う
記
事
は
、
後
の
諸
国
大
祓
の
初
見
と
さ
れ
る
史
料
で
あ
り
、
畿
内
を
含
ま
な
い

　
と
考
え
る
の
は
疑
問
だ
ろ
う
。

⑩
な
お
こ
の
点
、
曾
我
部
静
雄
氏
は
「
日
中
の
畿
内
制
度
」
（
前
掲
）
に
お
い
て
、

　
改
新
詔
の
畿
内
は
、
四
至
の
四
地
点
を
結
ぶ
直
線
で
区
画
さ
れ
た
方
形
を
呈
す
る

　
と
い
う
説
を
示
し
た
。
確
か
に
、
四
至
を
以
て
境
界
を
蓑
示
す
る
こ
と
の
意
義
を

　
追
求
す
る
と
い
う
視
点
は
無
視
で
き
な
い
が
、
し
か
し
、
方
形
の
畿
内
と
い
う
概

　
念
が
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
先
学
の
批
判
に
尽
き
て
い
よ
う
。
西

　
本
「
畿
内
網
の
基
礎
的
考
察
」
（
前
掲
）
参
照
。

⑪
　
『
鼻
面
書
紀
』
大
化
二
年
三
月
甲
申
条
。

⑫
鎌
田
元
一
「
評
の
成
立
と
国
造
」
（
『
日
本
史
研
究
』
一
七
六
、
一
九
七
七
年
）
。

⑬
　
現
在
の
和
歌
山
県
伊
都
郡
か
つ
ら
ぎ
町
の
背
ノ
山
。

⑭
　
伊
都
郡
の
初
見
は
『
日
本
書
紀
』
天
武
八
年
是
年
譜
で
あ
る
。

⑯
　
木
下
良
「
「
大
化
改
新
詔
」
に
お
け
る
畿
内
の
四
至
に
つ
い
て
」
（
『
史
朋
』
二

　
七
、
一
九
九
二
年
）
は
、
明
石
用
上
流
の
神
戸
市
西
区
押
部
谷
町
細
田
に
比
定
す

　
る
。
従
来
の
説
で
は
、
摂
津
・
播
磨
国
境
を
流
れ
る
境
川
説
な
ど
が
あ
る
。

⑯
評
の
所
在
が
後
の
郡
と
同
じ
で
あ
る
と
仮
定
す
る
と
、
そ
の
郡
衙
の
位
置
か
ら
、

　
東
は
伊
賀
国
名
張
郡
ま
で
、
西
は
摂
津
国
ま
で
が
畿
内
と
さ
れ
た
と
考
え
て
お
く
。

⑰
畿
内
に
国
が
成
立
す
る
蒔
期
は
、
長
山
「
改
新
詔
と
畿
内
制
の
成
立
」
（
前
掲
）

　
な
ど
の
指
摘
に
従
い
、
恐
ら
く
は
天
武
元
年
以
前
、
遅
く
と
も
天
武
四
年
以
前
と

　
考
え
る
（
『
日
本
書
紀
』
天
武
元
年
七
月
壬
子
条
、
天
武
四
年
二
月
差
未
条
参
照
）
。
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三
章
　
畿
内
と
中
央
豪
族

関
氏
の
提
唱
し
た
、
畿
内
と
は
「
強
力
な
集
権
的
支
配
権
を
掌
握
し
た
一
群
の
中
央
豪
族
の
古
く
か
ら
の
居
住
地
域
が
、
特
別
区
域
と
し
て



ま
ず
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
説
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
定
説
と
し
て
の
地
位
を
保
っ
て
お
り
、
こ
の
説
を
正
面
か
ら
疑
う
よ
う

な
見
解
は
い
ま
だ
存
在
し
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
、
畿
内
と
は
本
当
に
、
中
央
豪
族
の
居
住
地
を
基
準
と
し
て
画
定
さ
れ
た
の
か
、

と
い
う
点
を
疑
っ
て
み
た
い
。

　
関
氏
が
自
説
の
根
拠
と
し
た
の
は
、
天
武
・
持
統
朝
に
お
い
て
、
官
人
の
採
用
に
畿
内
人
を
優
遇
し
て
い
る
点
、
そ
し
て
官
人
・
畿
内
の
武

装
を
行
な
っ
て
い
る
点
の
二
点
で
あ
る
。
ま
ず
こ
の
二
点
を
検
討
し
て
み
る
。

畿内と古代国家（吉川）

　
q
ゆ
　
官
人
の
畿
内
人
優
遇
策

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
関
氏
は
、
官
人
に
は
畿
内
人
が
優
遇
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
の
実
体
は
大
化
前
代
以
来
の
中
央
豪
族
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
こ
か
ら
、
畿

内
と
は
中
央
豪
族
の
居
住
地
で
あ
る
と
い
う
理
解
に
至
る
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
天
武
・
持
統
朝
に
お
い
て
、
畿
内
人
の
方
が
畿
外
人
よ
り
官
人
と
し
て
優
遇
さ
れ
て
い
る
の
は
事
実
だ
ろ
う
。
例
え
ば
次
の
史
料
で
あ
る
。

　
　
詔
日
、
百
官
人
及
畿
内
人
、
有
レ
豪
者
限
二
六
年
ハ
無
レ
位
置
限
二
七
年
鴨
以
二
其
上
日
一
選
二
定
九
等
噌
四
等
以
上
者
、
依
二
考
仕
令
ハ
以
二
其
善
最
功
能
、
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
姓
大
小
（
量
授
二
冠
位
鴨

こ
の
史
料
で
は
、
考
選
に
預
か
る
範
囲
を
「
百
官
人
洋
弓
内
人
」
と
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
「
畿
内
人
」
が
い
か
な
る
人
を
指
す
の
か
今
一
つ

明
確
で
な
い
が
、
し
か
し
、
「
畿
内
人
」
と
い
う
表
現
は
、
畿
外
人
は
別
扱
い
だ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
畿
内
人
が
宮
人
予
備
軍
と
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
た
例
と
言
え
よ
う
。

　
な
お
、
官
人
の
畿
内
人
優
遇
は
一
般
に
天
武
・
持
統
朝
の
も
の
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
奈
良
時
代
以
降
に
も
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

例
え
ば
、
『
延
喜
式
』
式
部
上
、
諸
司
史
生
条
に
は
史
生
の
任
用
に
つ
い
て
「
不
レ
得
三
常
業
二
畿
外
人
こ
と
す
る
。
大
舎
人
に
つ
い
て
も
、
延

暦
十
四
年
に
大
舎
人
の
任
用
資
格
を
よ
り
厳
し
く
改
訂
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
も
「
自
レ
非
レ
有
二
別
　
勅
一
以
外
、
不
レ
得
下
思
以
二
雑
色
及
畿
外

　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

人
一
廉
妾
之
」
と
い
う
条
件
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
措
置
は
、
百
姓
の
官
人
化
を
で
き
る
だ
け
阻
止
し
よ
う
と
い
う
政
策
と
理
解
で
き
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る
が
、
そ
の
主
た
る
対
象
は
畿
外
人
で
あ
り
、
畿
内
人
が
官
人
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
畿
内
は
国
家
に

よ
っ
て
官
人
の
供
給
地
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
一
章
で
見
た
よ
う
な
労
働
力
の
提
供
と
い
う
面
だ
け
で
な
べ
、
国
家
を
運
営
す
る
音
入
も
、

畿
内
と
の
結
び
つ
き
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
も
、
国
家
を
直
接
支
え
る
畿
内
の
役
割
の
一
端
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
し
か
し
、
中
央
豪
族
の
居
住
地
が
畿
内
と
し
て
画
定
さ
れ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
天
武
朝
に
お
け
る
以
下
の

二
つ
の
史
料
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
＠
　
詔
二
公
卿
大
夫
及
諸
臣
連
井
弓
造
等
一
日
、
夫
初
出
身
者
、
先
令
レ
仕
二
大
舎
人
つ
然
後
上
二
尊
其
才
能
ハ
以
単
二
当
職
叩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
⑤
勅
、
…
…
又
外
国
人
欲
ご
進
三
者
、
条
理
平
造
之
子
、
及
国
造
子
可
融
。
唯
難
二
以
下
庶
人
噛
其
才
能
長
亦
聴
之
。

二
つ
と
も
官
人
へ
の
出
身
に
関
係
す
る
史
料
で
あ
る
。
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
が
、
⑧
で
、
詔
す
る
対
象
を
「
公
卿
大
夫
及
諸
臣
連
井
底
造
等
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

と
表
現
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
＠
は
、
官
に
出
身
し
た
者
は
ま
ず
大
舎
人
に
な
る
こ
と
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
律
令
制
の
出
身
法
の
淵
源

を
な
す
法
令
だ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
対
象
は
「
公
卿
大
夫
及
諸
臣
連
井
楼
品
等
」
で
あ
り
、
国
造
が
見
え
な
い
。
官
人
に
佳
算
す
る
主
た
る
対

象
は
、
大
化
前
代
以
来
の
中
央
豪
族
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
こ
の
二
つ
の
史
料
は
、
＠
は
中
央
豪
族
（
畿
内
豪
族
）
の
出
身
法
を
、
⑮
は
地
方
豪
族
（
雪
転
豪
族
）
の
出
身
法
を
定
め
た
も
の
と
さ
れ
て

　
⑧

い
る
。
し
か
し
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
⑨
と
⑤
は
、
そ
の
対
象
も
内
容
も
、
厳
密
に
は
対
応
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
＠
に
は
畿
内
・

畿
外
と
い
っ
た
表
現
は
ど
こ
に
も
な
く
、
前
述
の
よ
う
に
中
央
豪
族
全
体
を
対
象
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
一
方
⑮
は
「
外
国
人
」
す
な
わ
ち

畿
外
人
の
み
を
対
象
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
内
容
も
、
前
述
の
よ
う
に
＠
は
出
身
し
た
場
合
の
処
遇
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
あ
る
の

に
対
し
、
⑮
は
出
身
の
可
否
の
基
準
を
定
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
従
来
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
行
な
わ
れ
て
き
た
の
は
、
中
央
豪
族
イ
コ
ー
ル
畿
内
豪
族
と
い
う
理
解
が
浸
透
し
て
い
た
か
ら
だ
。
し
か
し
、
中

央
豪
族
を
考
察
す
る
の
に
こ
の
よ
う
な
先
入
観
を
以
て
す
る
の
は
、
論
理
の
自
己
撞
着
で
あ
る
。
先
入
観
を
捨
て
て
こ
の
史
料
を
見
れ
ば
、
＠

と
⑮
が
別
個
の
内
容
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
⑤
の
内
容
は
、
畿
外
人
の
出
身
の
可
否
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
畿
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外
人
の
真
言
は
、
臣
鉢
巻
造
の
子
、
国
造
の
子
は
聴
さ
れ
、
以
下
の
庶
人
で
あ
っ
て
も
、
才
能
が
長
じ
て
い
れ
ば
聴
さ
れ
る
。
と
い
う
こ
と
は

当
然
こ
の
時
期
に
、
⑮
に
対
応
す
る
、
畿
内
人
の
出
身
に
関
す
る
規
則
が
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
内
容
を
推
測
す
れ
ぼ
、
畿
内
人
の
出

身
は
、
話
方
寒
造
の
子
、
国
造
の
子
は
勿
論
聴
さ
れ
、
以
下
の
庶
人
も
、
畿
外
人
ほ
ど
才
能
が
長
じ
て
い
な
く
て
も
聴
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
⑤
に
「
臣
連
忠
言
」
と
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
畿
外
に
も
、
大
化
前
代
以
来
の
中
央
豪
族
は
存
在
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
天
武
器
に
至
っ
て
畿
内
と
畿
外
で
は
出
身
に
格
差
が
設
け
ら
れ
る
が
、
し
か
し
大
化
前
代
以
来
の
中
央
豪
族
の
子
、
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

及
び
国
造
の
子
は
、
畿
内
・
帳
外
を
間
わ
ず
出
身
を
聴
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
出
身
に
格
差
が
存
在
し
た
の
は
、
彼
ら
よ
り
も
下
の
階
層
だ
つ
た
。

　
　
表
1
　
『
日
本
書
紀
』
の
「
臣
連
伴
造
」
等
の
用
字
法
（
「
卿
大
夫
」
等
の
語
の
あ
る
も
の
に
は
☆
を
付
し
た
）
．

　
①
推
古
昔
八
年
是
歳

　
②
皇
極
二
年
九
月
丙
午

☆
③
皇
極
四
年
六
月
戊
申

　☆
④
孝
徳
即
位
前
紀

（　
⑤
大
化
元
年
九
月
甲
申

　
⑥
大
化
元
年
九
月
甲
申

　
⑦
大
化
二
年
正
月
甲
子
朔

☆
⑧
大
化
二
年
二
月
戊
申

☆
⑨
大
化
二
年
三
月
甲
子

☆
⑩
大
化
一
～
年
三
月
辛
巳

　
⑪
大
化
二
年
三
月
壬
午

　
⑫
大
化
二
年
八
月
癸
酉

☆
⑬
大
化
二
年
八
月
癸
酉

　
⑭
大
化
三
年
四
月
壬
午

☆
⑮
白
雑
元
年
二
月
甲
申

皇
太
子
、
島
大
臣
共
議
之
、
録
二
天
皇
記
及
国
記
、
国
連
伴
造
国
造
、
百
八
十
部
井
公
畏
等
本
綴
叩

賜
二
臣
連
伴
造
畠
布
ハ
各
有
レ
差
。

中
大
兄
即
入
二
法
興
寺
別
面
レ
城
国
難
。
几
諸
皇
子
、
諸
王
、
王
卿
大
士
、
臣
連
白
墨
国
造
、
悉
皆
随
侍
。

軽
皇
子
不
レ
得
誰
固
辞
一
升
レ
壇
干
害
。
干
レ
時
、
…
…
百
官
、
風
連
国
造
伴
造
、
百
八
十
部
羅
列
匝
拝
。

其
臣
連
等
伴
造
国
造
、
各
置
二
己
民
ハ
恣
レ
情
駆
使
。

進
二
調
賦
榊
時
、
其
臣
連
伴
造
等
先
自
収
敷
、
然
後
分
進
。

其
一
日
、
罷
二
昔
在
天
皇
馬
所
レ
立
子
代
歯
民
、
処
々
屯
倉
及
別
臣
連
弓
造
国
造
、
村
馬
所
レ
有
部
曲
異
論
、
処
処
田
庄
喝

天
皇
幸
二
宮
東
門
h
使
二
蘇
我
右
大
臣
一
詔
日
、
明
神
御
宇
日
本
倭
根
子
天
皇
詔
二
於
集
侍
卿
等
、
照
日
国
造
呈
露
、
及
諸
百
姓
ハ
…
…

詔
二
東
国
々
司
等
一
日
、
集
晶
群
卿
大
夫
、
及
墨
銀
国
造
伴
造
、
国
璽
百
姓
等
、
半
可
レ
置
薬
、
…
…

詔
二
東
国
朝
集
使
等
一
日
、
略
論
群
卿
大
夫
、
及
国
造
伴
造
、
井
諸
百
姓
等
、
半
可
レ
聴
之
、
…
…

其
群
臣
連
及
伴
造
国
造
所
レ
有
昔
在
天
皇
日
所
レ
置
子
代
入
部
、
皇
子
等
私
有
御
名
入
部
、
…
…

始
畠
笙
之
名
名
ハ
臣
連
伴
造
国
造
、
分
二
其
品
部
一
別
補
一
彼
名
名
品

如
レ
是
思
掛
宣
之
、
始
二
轟
轟
子
一
奉
仕
卿
大
夫
、
留
連
伴
造
、
氏
氏
人
等
〈
或
本
云
、
名
名
王
畏
〉
威
可
二
聴
聞
ハ
…
…

拙
弱
臣
連
伴
造
国
造
、
以
二
彼
為
レ
姓
神
名
王
名
一
逐
ご
逆
心
之
所
7
帰
。

朕
惟
虚
薄
、
何
長
享
レ
斯
。
蓋
此
専
由
下
扶
翼
公
卿
、
臣
連
伴
造
國
造
影
、
各
尽
二
丹
誠
一
奉
申
製
塩
度
上
之
所
レ
致
也
。

※
推
古
朝
以
前
の
記
事
は
省
略
し
た
が
、
傾
向
は
同
様
で
あ
る
。
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以
上
、
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
は
む
し
ろ
逆
に
、
畿
外
に
も
大
化
前
代
以
来
の
中
央
豪
族
は
存
在
す
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
と
考
え
る
。

　
た
だ
し
、
そ
う
言
い
切
る
に
は
ま
だ
問
題
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
＠
で
は
「
公
卿
大
夫
及
諸
臣
連
＃
伴
造
等
」
に
更
し
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
⑮
に
は
「
公
卿
大
夫
」
と
い
う
言
葉
が
な
い
。
こ
こ
か
ら
、
「
公
卿
大
夫
」
は
畿
外
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
、
と
主
張
す
る
こ
と
も
可

能
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
『
日
本
書
紀
』
の
類
似
の
用
例
を
見
る
と
、
「
公
卿
大
夫
」
等
の
語
を
附
す
、
附
さ
な
い
に
つ
い
て
は
、
使
い
分
け
を
認

め
る
こ
と
が
で
き
る
（
蓑
－
参
照
）
。
つ
ま
り
、
氏
と
し
て
の
「
臣
連
伴
造
」
を
指
す
場
合
に
は
「
卿
大
夫
」
等
の
語
は
附
さ
ず
、
官
僚
と
し
て

仕
え
る
個
人
を
指
す
場
合
に
は
「
卿
大
夫
」
等
の
語
を
附
す
と
理
解
で
き
る
。
特
に
、
⑧
⑨
⑩
⑬
の
よ
う
に
、
詔
を
宣
す
る
対
象
を
指
す
場
合

に
は
、
必
ず
「
卿
大
夫
」
等
の
語
を
附
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
卿
や
大
夫
は
カ
バ
ネ
で
は
な
く
個
人
に
附
さ
れ
る
称
号
で
あ
る
こ
と
に
因
る
の

　
　
⑯

だ
ろ
う
。
と
い
う
こ
と
は
、
＠
⑤
の
用
法
も
こ
の
よ
う
に
解
し
て
一
寸
な
く
、
⑤
の
「
臣
連
年
造
」
も
、
こ
れ
で
中
央
豪
族
の
全
て
を
指
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
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働
官
人
・
畿
内
武
装
政
策

　
関
氏
の
論
拠
の
第
二
点
、
官
人
・
畿
内
武
装
政
策
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
関
氏
は
「
畿
内
制
の
成
立
」
に
お
い
て
、
天
武
・
持
統
朝
に
官
人

全
体
の
武
装
が
行
な
わ
れ
る
が
、
そ
の
地
域
的
範
囲
は
「
京
及
畿
内
」
で
あ
り
、
官
人
の
居
住
地
が
畿
内
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
と
述
べ
て
い

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
八
木
充
疑
が
批
判
し
、
「
畿
内
の
武
装
化
が
官
人
層
の
武
装
化
と
同
一
内
容
の
別
表
現
で
あ
っ
た
か
は
疑
わ
し
」
い
と

　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

述
べ
て
い
る
。
し
か
し
関
氏
は
後
に
詳
し
く
再
論
し
、
自
説
を
補
強
し
て
い
る
。
だ
が
、
私
見
で
は
や
は
り
八
木
氏
の
批
判
は
正
当
な
も
の
と

考
え
る
の
で
、
関
氏
の
後
者
の
論
文
に
お
け
る
論
点
を
検
討
し
て
み
た
い
。

　
天
武
朝
か
ら
文
武
朝
に
か
け
て
の
時
期
、
た
び
た
び
官
人
に
対
し
て
武
装
を
命
じ
て
い
る
。
例
え
ば
、
『
日
本
書
紀
』
天
武
八
年
二
月
乙
津

条
に
は

　
　
　
　
　
　
　
（
天
武
十
年
）

　
　
　
詔
日
、
及
二
予
辛
巳
年
噛
検
二
校
親
玉
諸
臣
及
百
寮
人
之
兵
及
馬
粉
故
予
貯
焉
。
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と
あ
り
、
天
武
十
年
に
兵
と
馬
と
を
検
校
す
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
実
際
、
天
武
十
年
十
月
是
月
条
に
は
、

　
　
　
天
皇
将
レ
蒐
・
一
癖
広
瀬
野
ハ
而
行
宮
構
詑
、
装
束
既
備
。
然
車
駕
遂
不
レ
幸
　
。
唯
親
王
以
下
及
群
卿
、
皆
居
二
品
欝
欝
ハ
而
検
二
校
装
束
鞍
馬
∵
…
：

と
あ
り
、
軽
市
に
集
ま
っ
て
検
校
し
て
い
る
。
天
武
八
年
の
記
事
に
対
応
す
る
も
の
と
考
え
て
良
か
ろ
う
。

　
関
氏
は
同
様
の
関
係
が
、
『
日
本
書
紀
』
天
武
十
三
年
閾
四
月
丙
戌
条

　
◎
　
詔
日
、
来
年
九
月
必
閲
之
。
因
以
教
二
百
智
慧
進
士
威
儀
『
又
詔
日
、
凡
政
濡
者
軍
事
也
。
是
以
、
文
武
官
諸
人
、
務
習
二
用
レ
兵
及
乗
F
馬
。
…
…
並
測
試

　
　
　
練
、
以
勿
レ
障
二
於
聚
会
っ
…
…

と
天
武
十
四
年
九
月
甲
寅
条

　
③
遣
二
宮
処
王
、
広
瀬
王
、
難
波
王
、
竹
田
王
、
弥
努
王
於
京
及
畿
内
唱
導
令
レ
校
ご
人
夫
之
兵
叩

の
間
に
も
成
り
立
つ
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
⑥
の
「
来
年
九
月
必
閲
之
」
が
⑥
だ
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
う
認
め
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。
関
宿
も

認
め
て
い
る
よ
う
に
、
⑥
に
「
勿
レ
障
二
於
聚
会
一
」
と
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
④
で
は
聚
会
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
⑨
で
は
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

人
の
武
装
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
⑥
に
は
官
人
を
対
象
と
し
て
い
る
と
い
う
表
現
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
官
人
の

武
装
状
況
を
調
べ
る
の
に
、
わ
ざ
わ
ざ
畿
内
全
域
に
使
が
出
向
い
て
本
貫
地
で
調
査
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
も
あ
る
。

　
む
し
ろ
、
『
続
日
本
紀
』
文
武
三
年
九
月
辛
未
条
に

　
　
　
　
詔
令
下
正
大
弐
已
下
無
位
已
上
者
、
人
別
備
中
弓
矢
甲
稗
及
兵
馬
上
五
二
レ
差
。
又
　
勅
三
尽
畿
ハ
同
亦
儲
レ
之
。

と
あ
り
、
ま
た
文
武
四
年
二
月
丁
未
条
に

　
　
　
累
勅
二
王
臣
京
畿
ハ
令
レ
備
二
戎
具
閃

と
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
官
人
と
京
畿
内
に
別
々
に
武
装
を
命
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
京
畿
内
に
命
じ
て
い
る
の
は
、
当
然
、

官
人
以
外
の
人
を
対
象
に
し
て
い
る
は
ず
だ
。
そ
れ
な
ら
ば
、
⑥
と
④
の
関
係
も
、
⑥
は
官
入
、
⑥
は
京
畿
内
人
に
対
す
る
施
策
と
見
な
す
べ

　
　
　
⑭

き
だ
ろ
う
。
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
政
策
は
、
八
木
氏
の
指
摘
の
通
り
、
官
人
の
武
装
と
京
畿
内
の
武
装
と
い
う
、
二
つ
の
要
素
か
ら
成
り
立
っ
て
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い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
武
装
政
策
は
こ
の
時
期
に
特
有
の
も
の
で
あ
り
、
恐
ら
く
は
「
政
の
要
は
軍
事
な
り
」
と
い
う
当
時
の
認
識
に
基
づ
い
て
い
る

の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
対
象
が
官
人
と
京
畿
内
人
だ
っ
た
こ
と
は
、
彼
ら
が
国
家
の
防
衛
に
最
も
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
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圖
氏
　
　
　
女

　
関
氏
が
「
畿
内
制
の
成
立
」
に
お
い
て
示
し
た
論
拠
は
主
に
右
の
二
つ
で
あ
る
が
、
他
に
も
「
畿
内
一
中
央
豪
族
の
居
住
地
」
説
の
論
拠
と

さ
れ
て
い
る
事
例
が
あ
る
の
で
検
討
し
て
お
く
。
ま
ず
取
り
上
げ
る
の
は
、
黒
蝿
で
あ
る
。

　
磯
貝
正
義
氏
は
、
後
宮
職
員
令
！
8
氏
女
采
女
条
の
『
令
集
解
』
の
氏
女
の
解
釈
に
「
古
記
云
、
其
選
挙
謂
二
京
畿
内
一
也
」
と
あ
る
こ
と
を
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

て
、
年
女
を
出
す
よ
う
な
中
央
豪
族
は
畿
内
豪
族
で
あ
る
、
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
令
文
の
本
義
は
、
氏
女
は
中
央
氏
族
が
貢
進
ぜ
よ
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
本
貫
地
と
は
何
の
か
か
わ
り
も
な
い
。
そ
し
て
、
氏
女
を
出
す
よ
う
な
氏
は
京
貫
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
と
思
わ

　
⑯

れ
る
の
で
、
氏
女
を
ど
こ
か
ら
取
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ま
り
問
題
に
は
な
り
得
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
氏
女
の
質
進
は
八
世
紀
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

あ
ま
り
励
行
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
も
勘
案
す
る
と
、
古
記
説
は
、
あ
る
い
は
、
采
女
を
畿
外
か
ら
取
る
こ
と
に
対
応
さ
せ
よ
う
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

い
う
、
明
法
家
の
解
釈
で
は
な
い
か
と
も
疑
わ
れ
る
。
ま
た
、
必
ず
し
も
古
記
説
が
一
般
的
な
解
釈
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
論
拠

と
し
て
は
か
な
り
薄
弱
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
い
。

㈲
畿
内
か
ら
の
出
入

次
に
、
官
人
が
畿
外
に
出
る
こ
と
に
関
す
る
問
題
を
取
り
上
げ
る
。

仮
寧
令
1
1
請
仮
条
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
凡
講
レ
仮
、
五
衛
府
五
位
以
上
、
給
三
二
日
噸
京
官
三
位
以
上
、
給
二
五
日
噸
五
位
以
上
、

鯵
繭
二
十
日
喝
以
外
、
及
欲
甲
レ
出
二
下
智
d
一
奏
聞
。
其
非
レ
応
レ
奏
、
及
六



　
　
位
以
下
、
皆
本
司
判
給
。
応
二
須
奏
一
者
、
並
官
申
聞
。

大
津
氏
は
こ
こ
に
五
位
以
上
が
「
畿
外
に
出
ん
と
欲
す
れ
ば
奏
聞
せ
よ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
律
令
官
人
は
畿
内
の
氏
族
で
あ
り
、
畿
内
に

住
ん
で
い
る
の
が
原
則
で
あ
り
」
　
「
畿
外
と
い
う
い
わ
ば
異
国
に
出
る
の
は
特
異
な
こ
と
」
だ
っ
た
と
述
べ
、
畿
内
氏
族
の
二
種
の
共
同
体

　
　
　
　
　
⑳

意
識
」
を
見
た
。
し
か
し
、
こ
の
史
料
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
明
確
に
、
五
位
以
上
の
者
が
畿
外
に
出
る
こ
と
を
制
限
・
チ
エ
ヅ
ク
し
ょ
う
と

い
う
国
家
の
意
図
で
あ
る
。
例
え
ば
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
元
年
二
月
辛
二
条
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
小
野
氏
神
社
在
一
一
近
江
国
滋
賀
郡
閃
勅
、
聴
下
彼
氏
五
位
已
上
、
毎
レ
至
二
春
秋
重
職
噛
不
レ
待
二
官
符
ハ
永
以
往
還
加

小
野
氏
は
大
化
前
代
以
来
の
中
央
豪
族
で
あ
り
、
そ
の
本
拠
は
大
化
前
代
以
来
、
近
江
国
滋
賀
郡
の
地
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
地
が
畿
外
と

さ
れ
た
た
め
に
、
承
和
元
年
ま
で
は
春
秋
の
祭
の
た
め
に
本
拠
に
帰
る
に
も
、
五
位
以
上
の
老
は
官
符
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は

「
畿
外
に
出
ん
と
欲
す
れ
ば
奏
聞
」
す
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
読
み
取
る
べ
き
は
、
官
人
の
本
拠
地
が
畿
内
だ
と
い
う
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

実
で
は
な
く
、
畿
内
制
成
立
の
後
、
国
家
が
五
位
以
上
官
人
の
活
動
範
囲
を
畿
内
に
限
定
し
よ
う
と
し
た
事
実
な
の
で
あ
る
。

畿内と古代国家（吉川）

　
㈲
中
央
豪
族
の
本
拠
地

　
以
上
、
畿
内
を
大
化
前
代
以
来
の
中
央
豪
族
の
居
住
地
と
す
る
説
の
論
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
た
史
料
が
、
い
ず
れ
も
そ
の
よ
う
に
は
考
え
ら

れ
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
で
は
、
実
例
で
は
大
化
前
代
の
中
央
豪
族
の
本
拠
地
と
畿
内
と
の
関
係
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
史
料
に
恵
ま
れ
ず
、
明

確
に
示
す
こ
と
は
困
難
だ
が
、
大
体
の
傾
向
を
見
て
み
た
い
。

　
黛
弘
道
氏
は
、
冠
位
十
二
階
を
帯
す
る
人
物
の
本
拠
地
の
比
定
を
試
み
た
。
表
2
は
、
重
氏
作
成
の
表
を
若
干
改
変
し
た
も
の
で
あ
る
。
事

例
が
少
な
く
、
本
拠
地
も
不
正
確
な
も
の
が
多
い
の
で
、
確
実
性
は
か
な
り
劣
る
が
、
あ
る
程
度
は
中
央
豪
族
の
分
布
を
反
映
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
よ
う
。
黛
氏
は
畿
内
と
そ
の
周
辺
と
評
価
し
て
い
る
が
、
具
体
的
に
は
大
和
に
多
く
、
他
の
畿
内
諸
国
や
域
外
の
近
国
に
分
布
し
て
い

る
。
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⑳

　
ま
た
、
伴
造
層
の
本
拠
地
を
推
定
し
た
論
稿
に
、
直
木
孝
次
郎
氏
の
「
複
姓
の
研
究
」
が
あ
る
。
表
3
は
地
名
と
官
職
名
を
組
み
合
わ
せ
た

複
姓
か
ら
そ
の
本
拠
を
比
定
し
た
も
の
で
、
そ
の
分
布
は
冠
位
に
よ
る
考
察
と
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
大
和
・
河
内
が
圧
倒
的
で
、

近
江
や
他
の
畿
内
諸
国
な
ど
が
こ
れ
に
次
い
で
い
る
。

　
な
お
、
こ
の
よ
う
な
分
布
状
況
は
、
奈
良
時
代
の
状
況
と
基
本
的
に
は
大
差
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
奈
良
時
代
の
官
人
の
出
身
地
は
、
下
級

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

官
人
の
本
貫
地
が
平
城
独
身
土
の
考
選
木
簡
か
ら
推
測
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
官
人
の
多
い
国
は
、
順
に
、
河
内
・
京
（
左
右
京
の
合

表2　冠位：十二階保持者の本拠地比定

冠位1
人　名 本 拠

徳
徳
徳
徳
徳
徳
徳
徳
徳
徳
徳
徳
徳
徳
徳
徳
徳
徳
徳
徳
仁
仁
仁
仁
仁
仁
仁
仁
仁
仁
仁
礼
礼
礼
僑
義
義
智

大
大
大
小
小
小
小
小
小
小
小
小
小
小
小
小
小
小
小
小
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
小
大
大
小
大
大
大
大

境部臣雄摩侶

小野臣妹子

大伴連咋子

中臣連国

中三連御食子

河辺臣祢撮

物部露髄連単等

波多臣広庭

近江即身露盤蓋

平群臣宇志

大伴連く隠名〉

大宅臣軍

巨勢臣徳太

粟田臣細目

大伴連馬飼

平群臣神手

秦造河勝

高向史黒麻呂

巨勢臣大海

長福

鞍作鳥

犬上君三田霜

薬師恵日

阿曇連比羅夫

土師娑婆連

上毛野君形名

矢田部御嬬連公

舟酋王後

膳臣清国

神主久遅良

物部連兄麿

吉士雄成

額田部連比羅夫

鞍作福利

大部屋網野古連公

坂上匿名連

：た三輪君厚歯

和翅部稚子臣

大和国高市郡か

近江国滋賀郡小野村

（大和国？）

（大和国？）

（大和国高市郡藤原？）

河内国石川郡川野辺か

河内国丹比郡依羅郷か

大和国高市郡波多郷か

近江国か（越前国足羽郡蔽見？）

大和国平群郡平群郷か

（大和魍P）

大和国添上郡大宅郷か

大和国高市郡巨勢郷か

山背国愛宕郡菓田郷か

（大和国？）

大和国平群郡平群郷

山背国葛野郡太秦

河内国錦部郡高向か

大和国高市郡巨勢郷か

百済

大和国高市郡か（河内国渋川郡鞍作？）

近江国犬上郡か

摂津国か

山背園か　河内国石川郡山代郷か

（河内国～　周防国娑婆郡P）

河内国安宿郡

近江国

伊勢国度会郡

武蔵国

摂津国島上郡吉志部村か

大和国平群郡額田郷か

大和国高市郡か（河内国渋川郡鞍作～）

紀伊国名草郡

（大和上高蟹田～）

大和国城上郡大神郷か

大和国添上郡か

※冠位保持者はこの他「土方氏系図」「因幡国伊福部臣古志」にも

　見えるが，これらは中央に出仕して冠位を得たものかどうか疑問

　もあるので，畳表からは除外しておく。
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畿内と古代国家（吉川）

　　　表3　伴造系複姓氏族（地名＋官職名）の本拠地比定（直木「複姓の研究」より）

大和国

河内国

和；泉国

摂津国

山背国

近江国

美濃国

伊賀国

伊勢国

尾張国

三河国

若狭国

但馬国

吉備国

紀伊国

讃岐国

筑紫国

倭（馬飼・漢人）長谷（三一・山）波多（二部）飛鳥（衣縫）　蚊屋（衣縫）　忍海（倉・

手人・漢人）春日（倉）　当麻（倉）川原（民）檜隈（民使）　勾（筥作）　宇陀（水取）

大宅（水取）　高市（水取）春日（山）池上（倉人）大（倉人）　日置（倉人）細川（倉人）

朝妻（手人）　飽波（漢人）漸（漢人）南淵（漢人）

河内（馬飼・斑・倉人・手人・漢人）次田（赤染・倉人）母樹（馬飼）娑羅々（馬飼）

菟野（馬飼）依網（田部・津守・屯倉）石川（錦織）　日下（弓肖舞・三人）川原（倉人）

白鳥（倉人）高安（倉人・漢人）高向（漢人）

百舌鳥（土師）

葦屋（倉人・漢人）

八坂（馬飼）葛野（主殿）

近江（山）犬上（建部）神前（倉人）大友（漢人）志賀（漢人）

美濃（矢集）

伊我（水取）

伊勢（麻績・二日）阿努（建部）

尾張（倉入）　丹羽（建部）

三河（大伴）

角鹿（海）

倶馬（海）

吉備（海部）

宇治（大伴）

讃鮫（綾）

筑紫（三宅）

※カッコ内は複姓の下半部を示す。

計
）
・
大
和
・
山
背
・
摂
津
・
近
江
・
和
泉
・
参
河
・
遠

江
・
播
磨
、
そ
の
他
と
な
る
。
要
す
る
に
、
大
化
前
代
か

ら
奈
良
時
代
を
通
じ
て
、
大
和
・
河
内
を
中
心
に
、
畿
内

と
そ
の
周
辺
に
多
く
分
布
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

　
以
上
か
ら
考
え
る
と
、
中
央
豪
族
の
居
住
地
と
は
、
畿

内
と
そ
の
周
辺
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま

り
、
中
央
豪
族
の
居
住
地
と
畿
内
と
は
お
お
む
ね
一
致
す

る
が
、
完
全
に
一
致
す
る
と
は
言
い
が
た
い
。
「
諸
人
氏

　
　
　
　
⑳

神
多
在
二
畿
内
こ
の
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
氏
の
本
拠
は

多
く
は
畿
内
に
あ
る
が
、
全
て
で
は
な
い
。

　
さ
て
、
五
項
目
に
わ
た
っ
た
本
章
の
結
論
を
示
す
。
大

化
前
代
以
来
の
中
央
豪
族
の
居
住
地
域
が
畿
内
と
な
っ
た

と
従
来
言
わ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
根
拠
に
使
わ
れ
た
史
料

は
、
い
ず
れ
も
そ
の
よ
う
に
は
解
せ
な
い
。
そ
れ
ら
は
、

畿
内
制
成
立
の
後
、
官
人
に
畿
内
人
を
優
遇
し
、
武
力
と

し
て
畿
内
人
が
期
待
さ
れ
、
官
人
が
幽
幽
に
出
る
こ
と
を

チ
ェ
ヅ
ク
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、

国
家
の
直
轄
地
と
し
て
の
畿
内
の
性
格
と
考
え
て
、
な
ん

ら
矛
盾
し
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
「
臣
連
伴
造
」
と
言
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わ
れ
た
大
化
前
代
の
中
央
豪
族
は
畿
外
に
も
存
在
し
た
し
、
畿
内
制
成
立
以
前
に
彼
ら
が
畿
内
と
畿
外
で
区
別
さ
れ
た
よ
う
な
形
跡
は
な
い
。

天
武
・
持
統
朝
か
ら
官
人
の
畿
内
人
優
遇
策
が
見
ら
れ
る
が
、
前
代
以
来
の
中
央
豪
族
は
畿
内
・
稗
飯
を
問
わ
ず
出
身
で
き
た
し
、
実
際
、
大

化
前
代
も
奈
良
時
代
も
、
宮
人
の
分
布
に
さ
ほ
ど
大
き
な
変
化
は
な
か
っ
た
。

①
関
「
畿
内
制
の
成
立
」
（
前
掲
）
の
他
、
関
晃
「
律
令
貴
族
諭
」
（
『
岩
波
謙
座

　
日
本
歴
史
』
三
・
古
代
三
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
）
、
関
晃
「
天
武
州
の
氏

　
族
政
策
」
（
『
歴
史
』
五
〇
、
一
九
七
七
年
）
な
ど
。

②
　
『
日
本
書
紀
』
持
統
四
年
四
月
庚
申
条
。

③
『
類
聚
三
代
格
』
巻
四
、
大
同
元
年
十
二
月
閥
臼
官
符
所
引
延
暦
十
四
年
六
月

　
十
四
臼
官
符
。

④
　
そ
の
他
、
帳
内
聖
人
に
関
し
て
は
『
続
日
本
紀
馳
和
銅
三
年
三
月
戊
午
条
、
和

　
銅
四
年
五
月
辛
亥
条
、
己
未
条
参
照
。

．
⑤
　
　
『
日
本
書
紀
』
天
武
二
年
五
月
乙
酉
博
士
。

．
⑥
　
　
『
日
本
書
紀
』
天
武
五
年
四
月
辛
亥
条
。

⑦
軍
防
令
4
6
五
位
子
孫
条
、
4
7
内
六
位
条
。

⑧
関
「
律
令
貴
族
論
」
（
前
掲
）
、
関
「
天
武
刺
の
氏
族
政
策
」
（
前
掲
）
な
ど
。

⑨
関
「
畿
内
制
の
成
立
」
（
前
掲
）
で
は
、
⑤
に
関
し
て
、
鍬
身
は
「
外
蟹
の
人

　
は
特
例
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
」
す
と
考
え
、
『
日
本
書
紀
』
天
武
十
四
年
七
月
辛
未

　
条
の
「
東
山
道
美
濃
以
東
、
東
海
道
伊
勢
以
東
諸
国
有
位
人
等
、
並
数
二
課
役
一
」

　
と
い
う
記
事
か
ら
、
蝋
地
方
の
有
位
者
は
、
画
然
の
特
典
で
あ
る
課
役
の
免
除
さ

　
え
ま
だ
う
け
て
い
な
か
っ
た
ほ
ど
、
ご
く
少
数
の
例
外
的
存
准
で
あ
っ
た
」
と
述

　
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
⑤
は
、
畿
内
と
体
外
で
格
差
を
設
け
た
も
の
で
は
あ
る
が
、

　
畿
外
の
中
央
豪
族
を
排
除
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
「
特
例
」
と
い
う
評

　
価
は
あ
た
ら
な
い
と
思
う
。
ま
た
、
天
武
十
四
年
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
逆
に
畿

　
内
で
有
位
者
の
課
役
が
免
除
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
が
確
認
で
き
な
い
の
で
、
こ

　
の
記
築
か
ら
は
何
も
言
え
ま
い
。

⑩
　
関
晃
「
大
化
前
後
の
大
夫
に
つ
い
て
」
（
『
山
梨
大
学
学
芸
学
部
研
究
報
告
』
一

　
〇
、
一
九
五
九
年
）
。

⑪
　
八
木
充
「
大
化
改
新
詔
の
述
作
に
つ
い
て
」
（
『
山
口
大
廻
文
学
会
誌
』
一
一
i

　
一
、
　
一
九
六
〇
年
）
。

⑫
　
関
晃
「
天
武
・
持
統
朝
の
畿
内
武
装
政
策
に
つ
い
て
」
（
『
川
内
古
代
史
論
集
』

　
二
、
　
一
九
八
二
年
）
。

⑭
　
関
氏
は
⑥
に
見
え
る
「
人
夫
」
を
、
宮
人
と
そ
れ
に
従
う
歩
卒
と
解
し
て
い
る

　
が
、
解
釈
と
し
て
は
苦
し
い
。

⑭
関
氏
は
『
日
本
書
紀
』
天
武
四
年
十
月
庚
寅
条
「
豊
門
、
諸
王
以
下
、
初
位
以

　
上
、
毎
レ
人
備
レ
兵
」
と
天
武
五
年
九
月
乙
亥
条
「
王
難
遣
三
楽
及
畿
内
ハ
校
二
人
別

　
兵
こ
の
間
に
も
同
様
の
対
応
関
係
を
想
定
す
る
が
、
こ
れ
も
宮
人
の
武
装
・
京
畿

　
内
人
の
武
装
と
、
分
け
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

⑲
　
磯
貝
正
義
「
氏
女
制
度
の
研
究
」
（
『
郡
司
及
び
采
女
制
度
の
研
究
』
、
吉
川
弘

　
斎
館
、
　
一
九
七
八
年
、
初
出
一
九
山
ハ
○
年
）
。

⑯
磯
貝
氏
は
、
氏
女
を
出
す
氏
を
一
応
、
「
五
位
以
上
」
「
忌
寸
以
上
」
の
氏
と
想

　
定
し
て
い
る
。
京
貫
に
つ
い
て
は
、
平
安
前
期
の
事
例
だ
が
、
松
瀬
洋
子
「
京
貫

　
官
人
の
史
的
動
向
」
（
『
寧
楽
製
表
』
一
七
、
一
九
六
九
年
）
が
、
朝
臣
・
宿
等
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
ゆ
う
な
い

　
の
貴
姓
へ
の
改
賜
姓
や
、
入
内
（
外
五
位
↓
内
五
位
）
が
京
貫
と
関
係
す
る
こ
と

　
を
指
摘
し
て
い
る
。

⑰
　
『
類
聚
三
代
格
』
第
四
、
大
同
元
年
十
月
十
三
臼
官
符
に
は
「
而
中
間
檸
磨
、

　
略
無
ご
遵
行
一
」
と
あ
る
。

⑱
采
女
・
衛
士
・
仕
丁
の
食
米
は
郷
土
の
庸
米
を
充
て
る
の
が
原
則
で
あ
る
か
ら
、
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急
撃
免
の
京
畿
内
か
ら
は
差
発
さ
れ
な
い
。

⑲
古
記
説
に
関
連
し
て
朱
説
は
、
「
或
云
、
此
京
畿
内
也
。
不
レ
云
引
外
国
一
者
。
未

　
レ
決
」
と
述
べ
て
い
る
。

⑳
　
大
津
「
万
葉
人
の
歴
史
空
間
」
（
前
掲
）
。

⑳
　
　
『
新
撰
姓
氏
録
』
左
京
皇
別
下
、
小
野
朝
臣
条
に
は
「
大
徳
小
野
臣
妹
子
、
家
一
槻

　
干
近
江
飼
滋
賀
郡
小
野
村
点
景
以
為
レ
氏
」
と
あ
る
。
大
津
氏
は
「
近
江
と
古
代

　
国
家
」
（
『
律
令
国
家
支
配
構
造
の
研
究
』
、
前
掲
、
初
出
】
九
八
七
年
）
に
お
い

　
て
、
小
野
氏
も
「
本
来
畿
内
に
本
拠
地
が
あ
る
畿
内
豪
族
」
だ
と
主
張
す
る
が
、

　
推
古
朝
頃
に
近
江
を
本
拠
と
し
て
い
た
小
野
氏
が
、
孝
徳
朝
の
畿
内
設
定
の
時
点

　
で
畿
内
豪
族
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
は
苦
し
か
ろ
う
。

⑫
　
承
和
四
年
に
は
さ
ら
に
、
小
野
歳
と
同
族
の
大
春
ほ
・
布
瑠
・
粟
田
の
三
氏
も

　
同
様
に
、
官
符
を
待
た
ず
滋
賀
郡
の
氏
神
社
に
向
か
う
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
る

　
（
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
四
年
二
月
癸
卯
条
）
。
大
津
氏
は
こ
れ
ら
の
史
料
に
つ
い

　
て
は
、
「
近
江
と
古
代
国
家
」
（
前
掲
）
に
お
い
て
「
例
外
が
こ
れ
だ
け
で
あ
る
」

　
と
い
う
評
価
を
下
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
特
例
と
し
て
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ

　
っ
て
、
「
例
外
が
こ
れ
だ
け
」
と
い
う
評
価
は
あ
た
ら
な
い
と
思
う
。

⑳
　
黛
弘
道
「
冠
位
十
二
階
考
」
（
『
律
令
国
家
成
立
史
の
研
究
』
、
吉
川
弘
文
館
、

　
一
九
八
二
年
、
初
出
一
九
五
九
年
）
。

⑳
　
直
木
孝
次
郎
「
複
姓
の
研
究
」
（
『
日
本
古
代
国
家
の
構
造
』
、
青
木
雷
店
、
　
一

　
九
五
八
年
）
。

⑳
　
岸
俊
男
「
由
竹
叢
愛
宕
郡
考
」
（
『
日
本
古
代
文
物
の
研
究
』
、
塙
書
房
、
　
一
九

　
八
八
年
、
初
禺
一
九
七
八
年
）
、
鬼
頭
清
明
「
平
城
宮
出
土
木
簡
と
下
級
官
人
」

　
（
『
日
本
古
代
都
市
論
序
説
』
、
法
政
大
学
田
版
局
、
一
九
七
七
年
、
初
霞
一
九
六

　
八
年
）
。

⑯
　
『
類
聚
三
代
格
』
巻
一
九
、
寛
平
七
年
十
二
月
三
日
官
符
。

四
章
畿
内
制
の
前
提

畿内と古代国家（吉川）

　
こ
の
よ
う
に
、
中
央
豪
族
と
畿
内
と
の
間
に
は
直
接
の
関
連
が
な
い
と
す
る
と
、
当
然
、
畿
内
と
は
い
か
な
る
基
準
に
よ
っ
て
そ
の
範
囲
が

画
定
さ
れ
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
点
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
大
化
前
代
の
畿
内
の
地
に
、
後

の
畿
内
制
に
つ
な
が
る
よ
う
な
い
か
な
る
特
色
が
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
律
令
の
畿
内
に
関
す
る
条
文
の
中
に
、
大
化
前
代
に
ま
で
遡
る
よ
う
な
内
容
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
目
で
見
る
と
注
意
さ

れ
る
の
が
、
田
令
3
6
置
官
田
条
で
あ
る
。

　
　
　
凡
畿
内
置
二
官
田
ハ
大
和
、
摂
津
各
升
町
。
河
内
、
山
背
各
廿
町
。
毎
三
一
町
一
構
二
牛
一
頭
叩
其
牛
全
L
戸
養
二
一
頭
一
〔
謂
二
中
々
以
上
戸
一
〕
。

こ
の
条
文
に
つ
い
て
ま
ず
注
意
さ
れ
る
の
が
、
他
の
畿
内
に
関
す
る
条
文
と
は
異
な
り
、
大
和
・
摂
津
な
ど
と
具
体
的
地
名
を
伴
う
、
具
体
性
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に
富
む
規
定
で
あ
る
点
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
条
文
の
内
容
か
ら
す
れ
ば
、
「
畿
内
」
と
い
う
語
が
な
く
て
も
充
分
意
味
は
通
じ
る
の
で
あ

り
、
畿
内
制
成
立
以
前
の
畿
内
の
実
態
に
迫
り
う
る
史
料
と
し
て
検
討
に
値
す
る
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
官
田
（
大
宝
令
で
は
屯
田
）
と
は
天
皇
の
供
御
田
で
あ
り
、
和
訓
で
は
「
ミ
タ
」
と
訓
ん
だ
。
官
田
は
そ
の
性
格
の
特
殊
性
か
ら
、
古
く
か
ら

の
伝
統
を
持
つ
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
特
に
大
和
の
官
田
に
関
し
て
は
、
岸
俊
男
氏
に
よ
り
『
日
本
書
紀
』
仁
徳
即
位
前
開
に
見
え
る
「
倭
屯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

田
虫
屯
倉
」
の
系
譜
を
引
く
も
の
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
他
の
官
田
に
つ
い
て
も
、
大
化
前
代
の
ミ
ヤ
ケ
：
ミ
タ
に
淵
源
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
官
田
の
運
営
に
関
し
て
も
、
田
令
3
7
留
鳥
条
で
は
宮
内
省
の
官
人
で
あ
る
田
司
（
大
宝
令
で
は
諸
司
）
と
、
現
地
の
国

司
が
あ
た
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
大
化
前
代
の
「
倭
屯
田
」
に
お
け
る
「
屯
田
司
」
と
、
倭
国
造
た
る
倭
直
と
の
関
係
に
相
当
し
、
前
代
以
来
の

運
営
方
式
を
色
濃
く
残
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
古
い
伝
統
を
持
っ
て
内
廷
と
結
び
つ
い
て
い
る
田
地
が
畿
内
に
の
み
存
在
し

て
い
る
こ
と
は
、
畿
内
制
の
前
提
を
考
え
る
上
で
極
め
て
重
要
な
事
例
と
見
な
し
得
る
。
そ
こ
で
以
下
、
官
田
が
畿
内
に
存
在
す
る
こ
と
の
意

味
を
考
え
て
い
き
た
い
。

　
前
述
の
よ
う
に
、
官
田
は
ミ
タ
で
あ
る
が
、
奈
良
時
代
、
類
似
の
ミ
タ
は
官
田
以
外
に
も
存
在
し
て
い
た
。
ま
ず
、
離
宮
の
経
営
の
た
め
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

、
ミ
タ
が
あ
る
。
和
泉
宮
、
島
宮
に
は
宮
に
附
属
の
「
御
田
」
が
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
皇
親
の
宮
も
ミ
タ
を
所
有
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

七
世
紀
の
例
だ
が
、
壬
申
紀
に
見
え
る
「
屯
田
司
舎
人
」
は
大
海
人
皇
子
の
ミ
タ
の
管
掌
者
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
近
年
の
長
屋
王
家
木
簡
の
発
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

に
よ
り
、
長
屋
王
家
の
家
政
を
支
え
る
多
く
の
御
田
・
御
薗
が
、
大
和
を
中
心
に
河
内
、
山
背
に
も
分
布
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

そ
の
他
、
官
司
に
附
属
の
ミ
タ
も
あ
っ
た
ら
し
い
。
以
上
、
史
料
に
恵
ま
れ
ず
詳
細
は
不
明
な
が
ら
、
宮
な
ど
を
経
営
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

程
遠
か
ら
ぬ
処
に
ミ
タ
が
置
か
れ
る
の
が
一
般
的
だ
っ
た
よ
う
だ
。

　
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
宮
と
ミ
タ
の
関
係
も
ま
た
、
奈
良
時
代
に
限
定
す
る
必
要
は
な
く
、
大
化
前
代
に
ま
で
遡
っ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
例
え
ば
特
殊
な
宮
の
例
で
は
あ
る
が
、
播
磨
に
逃
れ
た
オ
ケ
・
ヲ
ヶ
王
の
宮
は
、
「
故
有
二
高
野
宮
、
少
野
宮
、
川
村
宮
、
池
野
宮
一
℃
又

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

造
二
屯
倉
一
之
処
、
記
号
二
御
宅
村
叩
造
レ
倉
之
処
、
号
二
御
倉
尾
一
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
か
ら
は
、
宮
に
そ
の
経
営
を
支
え
る
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、
ミ
ヤ
ケ
：
・
・
タ
が
附
属
し
て
い
る
状
況
を
推
測
で
き
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
繋
御
田
で
あ
る
官
田
は
、
こ
れ
ら
ミ
タ
の
中
で
も
最
も
重
要
な
ミ
タ
だ
っ
た
。
大
和
の
官
田
の
前
身
と
甑
’
5
え
ら
れ
る
先
述
の
「
倭
屯
田
」
は
、

「
凡
倭
屯
田
者
、
毎
御
宇
帝
皇
之
屯
田
也
。
誓
湯
二
帝
皇
之
子
ハ
無
二
御
宇
一
者
不
レ
得
レ
掌
　
」
と
語
ら
れ
て
お
り
、
天
皇
本
人
だ
け
が
掌
る
こ

　
　
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

と
が
で
き
る
、
極
め
て
特
殊
な
、
ミ
タ
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
官
田
は
畿
内
に
存
在
し
、
さ
ら
に
は
「
内
国
乃
供
奉
餅
御
宅
田
」
と
表

　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
ウ
チ
ッ
ク
昌

現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
畿
内
が
官
田
を
供
奉
す
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
な
ぜ
官
田
は
畿
内
に
の
み
存
在
し
た
の
か
。
前
述
の
よ
う
に
、
宮
田
は
大
化
前
代
の
ミ
ヤ
ケ
と
深
く
関
係
し
て
い
る
。
よ
っ
て
こ

の
点
を
考
え
る
に
は
、
畿
内
の
ミ
ヤ
ケ
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
畿
内
の
ミ
ヤ
ケ
に
関
連
し
て
注
目
す
べ
き
事
柄
に
、
大
化
前
代
の
池
溝
開
発
記
事
が
あ
る
。
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
に
は
大
化
前
代
に
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

家
が
池
や
溝
を
造
営
し
た
と
い
う
記
事
を
載
せ
る
が
、
そ
れ
ら
の
池
溝
は
す
べ
て
畿
内
に
存
在
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
端
的
な

例
と
し
て
は
、
『
日
本
書
紀
』
推
古
十
五
年
是
歳
冬
条
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
於
二
倭
国
一
作
二
高
市
池
、
藤
原
池
、
平
岡
池
、
菅
原
池
噌
山
背
国
購
書
大
溝
於
栗
隈
一
9
且
河
内
国
作
三
戸
苅
池
、
依
網
池
肺
門
毎
レ
国
里
二
屯
倉
一

ま
ず
、
「
倭
国
」
「
山
背
国
」
「
河
内
国
」
と
、
後
の
畿
内
の
各
地
に
多
く
の
池
溝
を
造
営
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
池

溝
造
営
は
、
多
く
の
論
老
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ミ
ヤ
ケ
に
お
け
る
農
業
経
営
と
関
係
し
て
い
た
。
こ
の
史
料
に
も
「
亦
毎
レ
国

二
二
屯
倉
こ
と
あ
っ
て
、
宴
曲
の
造
営
、
田
地
の
開
発
、
そ
の
管
理
機
関
と
し
て
の
ミ
ヤ
ケ
の
設
置
が
一
連
の
動
き
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。

つ
ま
り
、
畿
内
に
は
国
家
が
自
ら
開
発
し
、
農
業
経
営
を
行
な
っ
た
ミ
ヤ
ケ
が
存
在
し
て
お
り
、
ま
た
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
は
畿
内
に

お
い
て
の
み
、
そ
の
よ
う
な
ミ
ヤ
ケ
の
存
在
を
記
す
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
な
ぜ
、
畿
内
に
お
い
て
の
み
こ
の
よ
う
な
ミ
ヤ
ケ
が
記
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
池
溝
開
発
記
事
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

宮
の
所
在
地
と
の
間
に
関
連
が
あ
る
こ
と
が
、
館
野
和
己
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
私
見
を
交
え
て
こ
こ
に
示
せ
ば
、
『
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

紀
』
は
二
神
朝
の
依
熱
望
・
苅
広
池
・
章
魚
池
の
造
作
に
つ
い
て
、
コ
云
、
天
皇
居
二
桑
間
宮
酒
造
二
是
三
池
一
也
」
と
割
注
を
付
す
。
ま
た
、
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垂
仁
朝
に
五
十
項
薄
命
を
河
内
国
に
遣
わ
し
て
高
石
池
・
茅
淳
池
を
作
ら
せ
た
と
あ
る
が
、
河
内
に
は
彼
の
宮
と
し
て
属
地
菟
砥
川
上
宮
が
見

　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

え
る
。
応
需
天
皇
の
宮
を
畑
島
之
明
宮
と
呼
び
、
大
和
の
軽
の
地
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
応
神
朝
に
作
ら
れ
た
池
の
う
ち
、
立
地
が
確
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

で
き
る
古
池
・
軽
池
・
工
賃
池
・
韓
人
池
は
い
ず
れ
も
軽
の
地
に
あ
る
。
難
波
高
津
宮
に
坐
し
た
仁
徳
天
皇
の
代
に
は
、
河
内
・
難
波
に
多
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

の
池
溝
が
作
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
仁
徳
朝
に
山
背
の
菓
隈
大
溝
が
掘
ら
れ
て
い
る
の
は
菟
道
面
郎
子
の
泥
道
宮
と
の
関
連
を
想
定
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

履
中
朝
に
作
ら
れ
た
磐
余
池
は
、
履
中
天
皇
の
磐
余
稚
桜
宮
に
近
接
し
て
い
た
と
想
定
で
き
る
。

　
た
だ
し
、
館
野
氏
は
そ
れ
を
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
の
編
者
が
意
図
的
に
配
し
た
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
史
料
性
を
疑
っ
て
い
わ
ゆ
る

開
墾
地
系
ミ
ヤ
ケ
の
成
立
時
期
を
推
古
朝
に
下
げ
る
説
を
導
い
た
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
宮
と
ミ
ヤ
ケ
：
・
・
タ
が
関
連
を
持
っ
て
い
た
こ

と
を
考
慮
す
れ
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
考
え
る
必
要
は
な
く
、
そ
こ
に
史
実
の
反
映
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
宮
の
近

辺
は
積
極
的
に
開
発
さ
れ
、
ミ
ヤ
ケ
が
置
か
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
ミ
ヤ
ケ
は
、
宮
を
経
営
す
る
上
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
推
測
に
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
宮
は
、
七
宮
・
鯨
波
宮
な
ど
に
つ
い
て
詳
し
く
検
討
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
長
期
間
伝
領
さ
れ
る
も
の
が
あ
り
、
奈
良
時
代
に
ま
で
存
続
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

て
い
る
も
の
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
大
化
前
代
に
お
い
て
も
、
行
幸
の
際
な
ど
の
特
殊
な
宮
を
除
け
ば
、
宮
は
ほ
と
ん
ど
が
畿
内
に
存
在
し
た
。

な
ら
ぼ
、
池
溝
開
発
記
事
、
そ
し
て
官
田
が
畿
内
に
の
み
存
在
す
る
理
由
を
推
測
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
池
溝
開
発
記
事
は
、

王
宮
の
経
営
を
支
え
た
ミ
ヤ
ケ
と
関
係
が
あ
る
。
そ
し
て
王
宮
は
畿
内
に
立
地
す
る
が
故
に
、
そ
の
よ
う
な
ミ
ヤ
ケ
の
分
布
も
畿
内
に
限
定
さ

れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
ミ
ヤ
ケ
か
ら
官
田
が
選
ば
れ
て
い
る
た
め
に
、
官
田
も
ま
た
畿
内
に
限
ら
れ
て

い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
の
点
は
、
畿
内
制
の
前
提
を
考
え
る
上
で
、
極
め
て
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
私
は
、
こ
の
よ
う
な
王
宮
を
支
え
る
ミ
ヤ
ケ
の
存
在
を
、

畿
内
綱
成
立
の
前
提
と
し
て
評
価
し
た
い
と
思
う
。

　
律
令
制
下
、
畿
内
は
特
に
「
臨
時
の
差
科
」
、
雑
循
と
い
う
点
で
国
家
を
支
え
て
い
た
。
そ
し
て
一
章
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
官
田
に
お
け
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る
労
役
も
ま
た
、
雑
徳
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
　
一
方
ミ
ヤ
ケ
の
労
働
力
と
し
て
は
田
部
・
鍵
丁
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
「
毎
レ
郡
以
二
鍵
丁
濫
費

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

時
五
百
丁
、
秋
時
五
百
丁
、
奉
二
献
天
皇
己
な
ど
と
見
え
る
。
こ
の
よ
う
な
労
働
力
編
成
方
式
は
律
令
法
に
お
い
て
は
古
徳
と
し
て
ふ
さ
わ
し

い
も
の
で
あ
り
、
田
部
・
鑓
丁
の
労
働
は
雑
筆
に
転
化
し
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
ミ
ヤ
ケ
で
は
後
の
雑
倍
に
つ
な
が
る
労
役
が
多
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

賦
課
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
性
格
は
、
　
一
章
で
見
た
畿
内
の
特
色
へ
と
連
続
す
る
。
律
令
制
下
、
「
臨
時

の
差
科
」
を
多
く
負
担
し
た
畿
内
の
特
質
は
、
こ
の
よ
う
な
王
宮
を
支
え
る
ミ
ヤ
ケ
の
機
能
の
中
に
、
そ
の
淵
源
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
な
お
、
大
津
氏
は
こ
れ
ら
畿
内
の
ミ
ヤ
ケ
に
つ
い
て
、
畿
内
・
畿
外
の
二
重
構
造
の
実
態
を
示
す
も
の
と
理
解
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
氏
に

よ
れ
ば
、
国
造
制
と
は
華
客
を
対
象
と
す
る
制
度
で
あ
り
、
畿
内
の
国
造
は
国
造
鋼
の
範
疇
に
入
ら
な
い
「
特
殊
な
」
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て

畿
内
に
は
ミ
ヤ
ケ
を
中
核
と
し
た
コ
ホ
リ
が
澱
か
れ
、
強
力
な
民
衆
支
配
を
行
な
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
私
は
や
は
り
氏
の
二
重

構
造
論
に
は
賛
同
で
き
な
い
。
確
か
に
、
王
権
に
近
接
し
て
存
在
す
る
国
造
は
王
権
と
の
関
わ
り
が
深
い
よ
う
に
思
わ
れ
、
そ
の
特
色
を
遽
催

す
る
こ
と
は
そ
れ
自
体
研
究
テ
ー
マ
に
な
り
う
る
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
国
造
と
し
て
の
性
格
ま
で
否
定
し
去
る
こ
と
は
で
き
な
い

だ
ろ
う
。
ま
た
、
畿
内
の
ミ
ヤ
ケ
に
つ
い
て
も
、
そ
の
一
つ
一
つ
の
規
模
は
さ
ほ
ど
大
き
い
も
の
で
は
な
く
、
畿
内
全
域
が
ミ
ヤ
ケ
、
そ
れ
に

基
づ
く
コ
ホ
リ
に
編
成
さ
れ
、
畿
外
と
は
支
配
原
理
を
異
に
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
れ
ら
の
ミ
ヤ
ケ
は
あ
く
ま
で
拠
点
的
な
も
の
と

解
す
べ
き
で
あ
り
、
畿
内
制
の
前
提
を
な
し
た
、
と
い
う
評
価
に
と
ど
め
て
お
く
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
畿
内
制
施
行
の
条
件
が
整
う
の
は
、

評
側
が
全
面
的
に
施
行
さ
れ
る
孝
徳
朝
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
孝
徳
朝
に
至
り
、
新
た
に
国
家
を
直
接
支
え
る
地
と
し
て
、
畿
内

の
範
囲
が
画
定
さ
れ
、
畿
内
制
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
か
ら
、
大
化
前
代
の
畿
内
の
地
に
は
王
宮
の
経
営
を
支
え
る
ミ
ヤ
ケ
が
拠
点
的
に
存
在
し
、
そ
の
よ
う
な
ミ
ヤ
ケ
の
担
っ
た
機
能
・
そ

こ
で
賦
課
さ
れ
た
労
役
が
、
畿
内
制
の
前
提
を
な
し
た
と
い
う
結
論
に
導
か
れ
る
。

　
①
『
令
集
解
』
田
令
3
6
澱
官
田
条
の
古
籠
に
は
「
富
国
、
織
殿
御
田
こ
と
あ
る
。
　

②
岸
俊
男
「
「
額
田
藩
臣
」
と
倭
屯
田
」
（
『
日
本
古
代
文
物
の
研
究
』
、
前
掲
、
初
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出
一
九
八
五
年
）
。

③
「
和
泉
監
正
税
帳
」
（
『
大
日
本
古
文
書
』
二
、
七
八
頁
）
、
『
（
護
国
寺
本
）
諸

　
寺
縁
起
集
』
橘
寺
の
項
（
『
校
刊
美
術
史
料
』
寺
院
篇
上
）
。

④
　
『
日
本
書
紀
』
天
武
元
年
六
月
甲
酷
烈
。
従
来
こ
の
史
料
は
官
田
を
指
す
と
考

　
え
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
大
海
人
皇
子
の
宮
に
附
属
の
ミ
タ
と
考
え

　
る
べ
き
だ
ろ
う
。
仁
藤
敦
史
「
皇
子
宮
の
経
営
」
（
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究

　
報
告
』
五
〇
、
一
九
九
三
年
）
参
照
。

⑤
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編
『
（
平
城
京
）
長
屋
王
邸
宅
と
木
簡
』
（
一
九
九
一

　
年
、
吉
川
弘
文
館
）
な
ど
参
照
。

⑥
「
大
倭
国
正
税
帳
」
添
上
郡
の
項
に
見
え
る
「
中
衛
心
算
御
田
三
町
」
（
『
大
日

　
本
古
文
書
』
　
一
、
四
一
｝
頁
）
な
ど
。

⑦
『
播
磨
国
風
土
記
臨
美
嚢
郡
志
深
里
粂
。

⑧
　
長
屋
王
家
に
お
い
て
も
、
王
の
食
米
は
特
定
の
ミ
タ
が
供
給
し
て
い
た
。
す
な

　
わ
ち
、
福
原
栄
太
郎
氏
は
長
屋
王
家
の
ミ
タ
の
中
で
、
王
の
日
々
の
食
米
を
調
達

　
し
て
い
た
の
が
木
上
の
ミ
タ
だ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
、

　
長
屋
王
家
に
と
っ
て
木
上
が
、
高
市
皇
子
以
来
の
伝
統
を
持
つ
由
緒
あ
る
ミ
タ
だ

　
つ
た
こ
と
に
よ
る
と
推
測
し
て
い
る
（
「
長
屋
王
家
木
簡
に
お
け
る
木
上
に
つ
い

　
て
」
ハ
『
礒
本
歴
史
隔
五
六
二
、
　
一
九
九
五
年
〉
）
。

⑨
『
内
裏
式
』
巻
中
、
十
一
月
奏
御
宅
田
稲
数
式
条
な
ど
。

⑩
亀
田
隆
之
『
日
本
古
代
用
水
史
の
研
究
』
第
　
編
第
一
章
（
吉
川
弘
文
館
、
一

　
九
七
三
年
）
な
ど
。

⑪
　
館
野
和
己
「
屯
倉
制
の
成
立
」
（
『
日
本
史
研
究
』
一
九
〇
、
一
九
七
八
年
）
。

⑫
『
日
本
書
紀
』
崇
神
六
十
二
年
条
。
桑
間
宮
、
三
つ
の
池
は
い
ず
れ
も
河
内
に

　
存
在
し
た
と
理
解
で
ぎ
よ
う
。
『
古
諮
記
』
崇
神
段
で
は
「
作
二
依
網
羅
ハ
亦
単
二

　
下
之
酒
折
池
凹
也
」
と
記
し
、
大
和
の
地
名
「
軽
」
を
冠
す
る
「
軽
量
酒
折
池
」
が

　
登
場
す
る
が
、
こ
れ
は
苅
坂
池
と
反
折
池
が
合
体
し
て
し
ま
っ
た
名
称
と
解
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
き
だ
ろ
う

⑬
　
『
目
本
轡
紀
』
垂
仁
辮
五
年
九
月
条
、
蹴
九
年
十
月
条
。
『
古
事
記
』
垂
仁
段

　
に
も
対
応
記
築
あ
り
。

⑭
　
『
爲
本
認
紀
』
応
神
七
年
九
月
粂
、
十
～
年
十
月
条
、
『
古
写
記
』
留
滞
段
。

⑮
韓
人
池
の
所
在
に
つ
い
て
は
館
野
説
に
従
い
、
『
日
本
書
紀
』
欽
明
十
七
年
十

　
月
条
に
み
え
る
「
韓
人
大
身
狭
屯
倉
」
の
近
辺
と
解
し
て
お
く
。

⑯
　
『
日
本
書
紀
』
仁
徳
十
一
年
～
十
四
年
条
。
『
古
聖
記
』
仁
徳
段
。

⑰
『
B
本
書
紀
』
脳
中
二
年
十
一
月
条
、
三
年
十
一
月
条
。

⑱
　
仁
藤
敦
史
「
島
宮
の
伝
心
過
程
」
（
『
古
代
史
研
究
』
五
、
　
｛
九
八
六
年
）
、
狩

　
野
久
「
額
田
部
連
と
飽
波
評
」
（
『
日
本
古
代
の
国
家
と
都
城
』
、
東
京
大
学
出
版

　
会
、
㎝
九
九
〇
年
、
初
出
一
九
八
四
年
）
な
ど
。

⑲
　
畿
外
に
存
在
し
た
、
例
外
と
見
な
す
べ
き
宮
と
し
て
は
、
成
務
天
皇
の
志
賀
高

　
穴
穂
宮
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

⑳
『
日
本
書
紀
』
安
閑
元
年
閏
十
二
月
壬
午
条
。

⑳
雑
循
の
前
身
を
ミ
ヤ
ケ
の
労
役
に
見
る
見
解
は
、
直
木
孝
次
郎
「
雑
循
の
成
立
に

　
つ
い
て
」
（
『
飛
鳥
奈
良
時
代
の
研
究
』
、
塙
譲
房
、
一
九
七
五
年
）
に
示
さ
れ
て
い
る
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
「
は
じ
め
に
」
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
畿
内
制
を
語
る
際
に
た
え
ず
意
識
さ
れ
て
き
た
の
が
、
「
畿
内
豪
族
」
と
い
う
概
念
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
一
方
で
は
国
家
の
貴
族
制
的
性
格
を
強
調
す
る
見
解
と
な
り
、
一
方
で
は
地
方
豪
族
の
畿
内
政
権
へ
の
服
属
を
重
視
す
る
見
解



畿内と古代国家（吉川）

と
な
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
、
大
化
前
代
か
ら
奈
良
時
代
に
か
け
て
の
国
家
構
造
の
連
続
性
、
同
質
性
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
以
上
の
考
察
に
従
え
ば
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
結
論
は
、
従
来
の
畿
内
藩
論
と
は
正
反
対
の
も
の
と
な
ろ
う
。
畿
内
制
の
淵

源
と
し
て
行
き
着
い
た
の
は
、
大
化
前
代
の
王
宮
と
、
そ
れ
を
支
え
る
ミ
ヤ
ケ
、
そ
し
て
そ
の
中
の
官
田
で
あ
っ
た
。
官
田
と
は
天
皇
の
主
食

を
生
産
す
る
場
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
さ
に
、
王
権
を
成
り
立
た
せ
る
上
で
の
最
も
本
源
的
な
基
盤
と
い
え
よ
う
。
実
際
、
官
田
は
律
令
制
下
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

お
い
て
も
、
毎
年
十
一
月
に
は
収
穫
高
が
宮
内
省
に
よ
っ
て
奏
聞
さ
れ
、
ま
た
新
嘗
祭
で
天
皇
が
神
に
捧
げ
る
の
が
官
田
の
米
で
あ
る
な
ど
、

内
廷
、
さ
ら
に
は
天
皇
個
人
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
た
。
そ
し
て
孝
徳
朝
に
至
り
、
畿
内
制
が
成
立
す
る
。
そ
の
意
義
は
、
こ
の
よ
う
な
前
代

以
来
の
あ
り
方
を
止
揚
し
、
内
廷
的
関
係
に
と
ど
ま
ら
な
い
国
家
の
基
盤
と
し
て
、
新
た
に
畿
内
が
画
定
さ
れ
た
点
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
つ
ま

り
、
畿
内
糊
の
成
立
は
、
天
皇
を
中
心
と
す
る
国
家
機
構
の
整
備
の
上
で
、
一
つ
の
画
期
を
な
す
も
の
だ
っ
た
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。

　
そ
の
後
、
八
世
紀
末
に
至
り
、
都
は
畿
内
の
北
辺
の
地
、
北
山
背
へ
と
遷
る
。
畿
内
の
性
格
も
変
容
し
て
い
く
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
間
の

事
情
に
つ
い
て
は
後
日
を
期
し
、
今
回
は
こ
こ
で
稿
を
と
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
①
『
内
裏
式
』
巻
中
、
十
一
月
奏
御
宅
田
稲
数
式
条
。
　
　
　
　
　
　
朝
に
成
立
し
た
、
比
較
的
新
し
い
祭
儀
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
の
だ
ろ
う
。
高
森
明

　
②
　
　
『
延
喜
式
』
巻
三
一
、
宮
内
省
、
「
新
嘗
祭
所
長
官
田
稲
」
条
。
な
お
、
大
嘗
　
　
　
　
　
勅
「
大
嘗
祭
の
成
立
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
（
『
国
学
院
大
学
大
学
院
紀
要
－
文
学

　
　
祭
で
は
必
ず
畿
外
の
米
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
大
嘗
祭
が
天
武
・
持
統
　
　
　
　
　
研
究
科
～
陳
二
〇
、
一
九
八
九
年
）
な
ど
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
大
学
院
生
　
京
都
布
左
京
区
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Concerning　the　Symbolic　Meaning　of　Stone　and

　　　　Jade　Axes　Kniith　Hole　in　Anciep，t　China

’by

HAyAsHi　Minao

　　The　tradition　of　constructing　stone　and　j］de　axes　with　hole　originatecl

in　the　neolithic　age　and　continued　through　the　bronze　age　culture　of　the

Shang－Zhou　eras．　These　axes　are　pierced　by　a　large　hole　which　was

too　large　to　have　been　used　for　utilitarian　purposes，　such　as　a’ttaching

a　handle．　lnstead，　this　hole　is　infused　with　symbolic　meaning．　By

comparing　a　neolithic　axe　with　rays　extending，　frGm　the　hole　in　three

directions　and　another　axe，　dating　from　3000　BC，　which　represents　a

divine　visage，　one　can　ascertain　that　the　hole　represents　the　light　of

the　sun　and　moon，　which　is　symbolic　of　the　deity．　Some　executioners’

axes，　of　a　sjmlar　pattern　and　dating　from　the　Shang－Zhou　eras，　have　a

hole　decorated　with　either　a　shark’s　or　tiger’s　mouth．　At　times，　a　small

tiger　or　turtle　signifying　a　zodiacal　deity　which　symbolize　execution　and

big　Yin（陰）respectively，　ornament　the　insid¢　of　the　hole．　Furthermore，

on　some　axes，　the　hole　has　been　replaced　by　the　character　for　brightness

（明），a狙otif　Which　irnplies　that　the　axes　symbolized　the‘promotion　of

good　and　chastisement　of　evi1’（明畏）．

The　Nature　of　the　Kinai（畿内）Region　and“its．Role　in

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ancierit　Japan

by

Yosmi〈AwA　Satoshi

　　The　1〈inai　region　of　central　Japan，　near　the　capital，　varied　signifi－

cantly　from　other　adminlstrative　areas．　Only　the　1〈inai　was　solely　taxed

with　a　corvee（z6y6雑俗），　thereby　providing　labor　which　directly　sus－

tained　the　polity．　As　this　corvee　became　increasingly　burdensome，
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the　nature　of　government　control　between　the　1〈inai　and　other　regions

came　to　differ．

　　Although　authors　have　assumed　that　the　1〈inai　was　a　bastion　for　the

court　aristocracy，　this　is　fallacions．　Prior　to　the　Tail〈a　Reforms　of

645，狙ost　mdyake，　corPorations　devoted　to　supPorting　the　court，　existed

in　the　Kinai．　The　existance　and　function　of　these　Miyalee　played　a

decisive　role　in　the　formation　of　the　unique　character　of　the　Kinai

region．　Furthermore，　the　developinent　of　the　」〈inai　proved　to　be　of

epochal　significance　in　the　establishment　of　tlie　emperor－centered　polity

of　ancient　Japan．

Reconstructing　Han　Judicial　Procedure　through　the

　　　　　　　　　　　llezhzeang　（劾）1，犬）　Indictments

by

TAI〈AToRI　Yuji

　　Recently　discovered　wooden　documents　are　vaiuable　sources　for　the

study　of　Qin　and　Han　judicial　administration．　The　‘］i［ezhnang’　docu－

ments，　discovered　in　19．　73－4，　consist　of　a　series　of　records　pertaining　to

the　process　of　indictment　which，　when　anaiyzed　in　their　entirety，　are

particularly　illuminating　regarding　the　nature　o’f　Han　judicial　procedure．

The　‘Hezhuang’　indictments　include　two　documents　of　almost　identical

content　but　differing　function，　and　three　appended　invoices．　With

these　records，　one　can　reconstruct　the　complex　process　of　indictment

and　the　peculiar　nature　of　Qin　and　Han　judicial　administration．
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